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第 l条

北海道家畜管理研究会々則

2005年12月7日改定

本会は北海道家畜管理研究会と言い、その事務席を原則として会長の所属する機関に

置く。

第2条 本会は家畜管理等における機械化、省略化、衛生管理並び、にその経済性などに関する

研究の促進及びその健全な普及を図ることを目的とする。

第 3条本会は目的を達成するために次の事業を行う。

第4条

第 5条

第 6条

第 7条

第 8条

1 .講演会及び研究会の開催

2.機関誌の刊行

3.その他本会の目的を達成するに必要とする事業

一一に賛一会員糊一一的って構成する

本会には名誉会員をおくことができる。名誉会県は本会に功績のあった会員で、評議

員会の推薦により総会において決定し、終身とする。

本会は役員として会長 l名、副会長 2名、評議員約20名、監事 2名及び幹事若干名を

く。役員の任期は 2ヶ年とする。但し再任を防げない。会長は会務を総理し、本

を代表する。評議員は講演会、研究会その他本今の目的達成に必要な事業を企画し評

議する。幹事は庶務、会計、編集その他日常業務を執行する。なお、本会には顧問を

おくことが出来る。 I

評議員、監事は総会において会員より選任するJ会長及び副会長は評議員より互選し

総 会 一 蹴 する一一一

正会員および購読会員の会費は年額2，000円とじ、賛助会員の会費は l口以上、 l口

の年額は10，000円とする。名誉会員からは会費を徴収しない。

第 9条総会は毎年 l回開催し、会の運営に関する重要な事項を決定する。必要に応じて臨時

総会を開くことが出来る。

第10条本会が刊行する機関紙等に掲載された記事の著作権は、著者および本会に帰属する。

第11条本会の会計年度は 4月 l日より翌年 3月31日までとする。

第12条本会々則の変更は総会の決議によらなければならない。
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」ー 挨 拶

北海道家畜管理研究会会長 干 場信 司(酪農学園大学酪農学部教授)

平成18年度から北海道家畜管理研究会の会長を

仰せつかっている。基本的に松田従三前会長の時

の方針と変わるところはないが、以下に北海道の

畜産が置かれている現状と本研究会の役割につい

て述べて、会長就任のご挨拶とさせていただきた

し=。

言うまでもなく、北海道の畜産は、多くの先人

の努力のお陰で、生乳生産を中心に肉午・豚・鶏

についてもめざましい発展をとげてきた。酪農に

ついてその様子を述べてみたい。 1頭当たりの年

間生乳生産でみると、約50年の間に約4，500kgか

ら約9，000kgへと倍増した。 50年前、 10頭に満た

なかった飼養頭数は、平均で100頭に達しつつある。

同時に酪農家戸数は激減した。乳牛の管理方式も

大きく変化した。管理方式の変化が規模の拡大や

l頭当たり生産量の急増を支えてきたとも言えよ

つ。

このような大きな変化の中で新しい問題点も現

れてきている。ここ1""'2年の最大関心事は生産調

整問題とEPA、FTAで代表される海外からの農産

物・家畜生産物輸入に関する問題である。これら

の問題の背景には同ーの根源が見える。それは北

海道の畜産がその急速な発展の過程で生み出して

きた問題、ひとことで言えば、増産体制における

ツケである。「量の追求」から「質の追求」の時代

に変わっていることは皆が認めながらも、実質的

にはなかなか変わりきれていないことによっても

たらされた問題である。

「質の追求」の中身は何であろうか。それは単

に「生産物の質(例えば乳質)Jだけではなく、「生

産方式の質」をも意味する。「生産方式の質」とは、

現在で言えば、「環境の保全」であり「家畜福祉へ

の理解」であり、そして「生産者の生活の質」で

あろう。

以上のような視点に立って、ここ数年間で本研

究会が果たすべき役割は、第lに「家畜生産を生産

量や粗収入額の大きさからだけではなく、環境・

家畜福祉・生活の問題をも含めて総合的にとらえ

てみること」であり、第2には、「この問題を生産

者と共に考えることができる場を作ること」であ

ると考えている口

どちらも簡単にはできない問題であるが本会の

役員・幹事の皆様のご協力を得て、挑戦したいと

考えているので会員の皆様のご支援をお願いする

次第である。

北海道家畜管理研究会報， 42: 1， 2007年 -1一



『地域の酪農を総合的に考える ー畑作酪農地域:鹿追町についてー」

2006年度現地研究会

森 岡 理 紀(北海道農業研究センター資源化シス伊ム研究北海道サプチーム主任研究員)

本年度は12月に北海道畜産学会・北海道家畜管

理研究会・北海道草地研究会の合同によるシンポ

ジウムが開催されることになり、例年行っている

本研究会単独で、のシンポジウムは行わないことと

なった。したがって、それに変わる試みとして現

地見学の後に「ミニシンポジウム」を設定し、見

学内容の議論を深めることとした。この項では、

現地見学の内容について紹介する。

1 .ピュアモルトクラブハウス

11月30日木曜日の10時にJR新得駅に集合、パス

は鹿追町内を経由して、町営の青少年複合施設ピ

ュアモルトクラブハウス(写真 1)へ到着し、町

役場の大井氏、酪農家の奥秋氏(お二方ともシン

ポジウムの演者である)からご説明をいただ、いた。

クラブハウス外観

同クラブハウスは、約5億円をかけて平成10年

に建設された。写真2のような大小の集会場所を

持つ交流研修施設のほか、長期滞在者向けの研修

滞在施設が併設されている。シンプルに言うなら

ば多目的の青少年会館ということであるが、その

形状や設備には、鹿追町および関係者の思、いが込

められている。

ビ一部分から見て取れるように、クラ

体は楕円形をしている。さらに内側に

は中庭(厚真)があり、居住部分はドーナツ型の

形状とな|っており、人が集う際の「車座」をコン

とつに設計されているとのことであっ

この中には、多数が集まることのできるホール

のほか、 i2階部分には小さな会議室が数多く配置

。しかし、部屋を壁で区切ることなく

りを用いていること、 I、2階が吹

抜けで、っbがっていること、また円周の反対側も

中庭を通じて見えることなどから、各所が孤立・

北海道家畜管理研究会報， 42: 2-6， 2007年 一2一



森 岡理紀

閉塞している感覚がない。各箇所がそれぞれの機

能を持ちながらも、同時に建物全体としてひとつ

の連続した大きな空間、いわば居間のような形を

なしているとも見ることができると思われた。な

お設計は道都大学教授の倉本龍彦氏によるもので、

1999年には北海道赤レンガ建築賞、 2004年には公

共建築賞優秀賞を受賞している。

併設の女性専用研修滞在施設ピュアハウス(写

真)は、交流研修施設とは渡り廊下で接続されて

おり、 10戸の入居が可能である。各戸パス・トイ

レ・キッチン等が完備されており、オートロック

および常駐の警備員によりプライバシーも確保さ

れている。簡単な宿泊程度であれば交流施設のほ

うでも可能であるとのことであるが、特に年若い

研修生の長期滞在においては、しっかりした居住

施設を備えていることは滞在する側にも迎える側

にも大きなメリットといえるだろう。

併設の研修滞在施設(ピュアハウス)

このような若い層を迎える上での考え方は、鹿

追町全体を貫いているようである。クラブノ、ウス

外でも、町内には就農者が安く住める町営アパー

トを設置するなどしており、町のメインストリー

トがシャッター通りになっていないという説明に

も領けるものがあった。

2.浅野牧場

2番目の見学先は、雇用を取り入れた酪農を実践

している浅野牧場である。経営者の浅野澄夫氏は、

雇用によって農業経営の合理化を図ることを目的

として掲げる、鹿追町ファーマーズスタッフとい

う団体の会長も務められており(先にピュアモル

トクラブでご説明いただいた奥秋氏もこの団体の

事務局を務められている)、鹿追町全体の状況につ

いてもお話をいただくことができた。

浅野牧場

浅野牧場では当初、ピュアモルトクラブハウス

の研修滞在施設ができた際に、研修生を受け入れ

ないかという話が町からあったという。それまで

も短期で人を入れたことはあったそうだが、研修

生であれば雇用側としての練習になるということ、

また将来的に家族に給料を支払う目安をつかむと

いうこともあり、長期雇用の受け入れを決めたと

のことであった。それから、増員と待遇改善の面

を考えて牛舎の増床などを行い、以降は常駐のス

タッフ2名に加え、酪農学園大学の紹介で短期研修

と大学の実践学コース学生の受け入れを行ってい

る(息子さんも酪農学園大学の卒業生である)。

その結果、研修生受け入れ当初にくらべ、売り上

げや給与支払い、浅野氏自身の所得も上がってい

るとのことである。浅野氏が牧場を受け継いだ代

では、親から小遣いという形でお金をもらってい

たが、次の代には自信を持って酪農の良さ、農業

-3- 北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年



の良さを言えるような取り組みをしていきたいた

めにここに至ったのではないかと述べられた。

実際に受け入れを続けてきた経験では、雇用を開

始した当初は、単純に人が来て働いてもらえばい

いという感覚があり、被用者側にも牧場だったら

どこでもいいという感覚があったという。それで

も従業員とのトラブルはほとんどなかったが、最 の職員向慣れておらず委託側も大変であったが、

近になって、目的を持って入ってくれる人が良い

と思われるようになったそうである。

従業員が定着しにくい問題(一般的な問題とし

浅野牧場牛舎

て)については、未知の場所にやってきた従業員

の抱えがちな問題を認識しつつも、一方で受け入

れ牧場自体に長期的な雇用についてのしっかりと

した展望がないのではないかという考えも示され

た。鹿追町における雇用割合の高さに関しては、

休みや自動車の貸し出し、住宅環境などの面での

雇用形態のよさを理由に挙げられた。鹿追では、

牧場によって違いはあるものの 4週5休というと

ころは存在し、休みも関係なく常に車の貸し出し

とんど感じないとのこ止であった。
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していただいた

をしているという形のところもあるという。住宅

については敷地のなかに従業員住宅を持っている 機械群に|圧倒されるばかりであった。年間で牧

牧場もあり、町の公営住宅をこちらで探して住ん 草・デン|トコーン合わせて5000ha、鹿追町内の約

でもらうようにもしているとの話であった。 半分の収穫を行っているほか、 2000ha分の糞尿散

いわゆる従業員ではなく実習生については、寒 布から、播種作業の類まで酪農家の作業全般を担

い中うちに来てもらっても何もないという冗談を 当してい|るとのことである。

交えながら、スタッフという形で、入ってもらえば 前項の浅野牧場で、は飼料生産を全てコントラ

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -4-



森 岡理紀

コントラクターセンター

JA鹿追町営農部農産課今回氏

クターに委託しているという話であったが、この

ような全面委託を行う農家は20戸ほどあり、関連

する機械も売却済みで保有していないそうだ。セ

ンター側の料金のシステムには、セット委託、部

分委託、全面委託という 3段階があり、この全面

委託の場合、春に一度申し込みをした後、ほとん

どの必要作業は電話連絡の指示によって行われる

とのことである。

見学に続いて、 JA鹿追町営農部農産課の今回氏

から「鹿追町での堆肥利用による土作り施肥管理

体制」と題したお話をうかがった。

鹿追町においては、酪農家と畑作の圃場を交換

しながらの交換耕作が昭和50年頃から進められた

が、その中で堆肥の利用が大きくなっている。こ

の理由として挙げられたのは、以下のような 3点

である。

. この頃は畑作の小麦が多くなかったので輪

作体系は非常に厳しかった。その中で地力

対策が求められ、有機物が要求きれていた 0

・混合農家から酪農専業への移行が進み、か

つ大規模化した。その結果雄仔牛の肉牛事

業が拡充し、パーク堆肥が多く供給される

ようになった口

.ただ酪農専業化が進んできたといっても、

混同から専業に変わる過程で、高価な機械

の導入など苦労をする局面があった。しか

し、平成 5年にコントラクター事業が始ま

ることで専業化が更に進み、規模も大きく

なると同時に糞尿も大量に生産されるよう

になった。

さらに、平成 5年には大冷害があり、冷害に強

い農業体質の育成ということで、小麦跡地への

本格的な堆肥の投入事業が平成 6年に始まっ

たとのことである。

しかし、ここで、地力が上がったことによる問題

が表れた。一部の圃場で土壌の肥沃化が進み、作

物が出来すぎるという現象が見受けられるように

なってきたのである。これに対し、平成13年に営

農指導対策協議会に肥料の見直しのための土壌分

析プロジェクトを設置し、平成14年には、全戸全

筆対象に土壌分析を行うとともに、同時にプロジ

ェクトチームで独自に施肥設計プログラムを作成、

メンバーで戸別施肥相談を開始した。

施肥相談は、年2回土壌を集中的に集めて分析

した上で、窒素を主な基準に施肥設計システムを

用いるが、堆肥による蓄積量にも違いがあるため、

ある程度本人を目の前にして昨年の作物の生育な

どについて聞き取り調査をしながら農家本人が納

得するような施肥の体系をとるという形で進めて

いるという。また、肥料設計は、土壌分析のデー

タを活用して統計処理して行っているが、毎年見

直しにかけて肥料工場と連携を取りながら銘柄の

変更を行っているそうだ。

-5- 北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年
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当悶せー…イ山山一泊以ーや吋カら

な細かな施肥設計の結果、減肥とそれに伴うコス も読み取っていただけるのではないだ、ろうか。

ト削減の効果のみならず、出荷作物の中に占める なお、|見学当日の昼食は、「観光農園にしかみ」

一級品の割合や、糖分含有量などが如実に上昇し さんの昨グハウスレストランで鹿追蕎麦のランチ

ているというデータが示された。また現状でも施 をいた対いた。実はここも蕎麦だけでなく地元産

肥設計システムは進化を続けているようで、マツ にこだめった食材を供きれており、ソーセージや

ピングシステムを取り入れ、より本人の話が聞き 野菜なぜバラエティに富んだメニューとともに、

やすいように圃場地図と合わせた施肥設計が可能 鹿追のえタイルを味わうことがで、きた感があった

となっているという。将来的には、化学肥料投入 ことも司しておきたい。

量の削減や蓄積窒素に応じた施肥基準の開発、あ

るいは堆肥散布時の運搬コスト削減など、いっそ

うの効率化を図るための検討を始められているよ

うであった。

他、会場からの質問への回答として、バイオガ

スプラントの消化液については試験中であること、

スラリー施用については十分把握していないが、

利用者も増え、肥料を減らしてきているという声

もあるとのことであった。また土壌分析について

は最近試験場の協力を得て測定データの相闘が高

いということは分かっており、かなり有望なデー

タが取れているそうである。さらに、施肥による

地下水の硝酸態窒素汚染はどうかという質問もあ

ったが、これについても町内の取水場2箇所でのデ

ータから、飲み水に関する影響はないというお話

であった。

4. おわりに

読者の方もご存知であるかもしれないが、見学

後の時期に、北海道の他地域でのいわゆる酪農実

習の受け入れでトラブルがあったという話を耳に

した。新聞等のメジャーなメディアではあまり大

きく取り上げられなかったが、一時期ネット上で

は非常に悪いイメージを伴って情報が飛び、交って

おり、話半分といえども色々な「実例」なるもの

が次々と紹介されていたのである。

今回見せていただいた鹿追町酪農の実例は、そ

れとはまったく違っていた。その詳しい理由や構

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -6-



「地域の酪農を総合的に考える 一畑作酪農地域:鹿追町についてー」

耕畜連携と環境問題

猫本 健司(酪農学園大学大学院酪農学研究科客員助教授 株式会社OR畜産技術研究所)

1.複合経営から専業化ヘ~家畜ふん尿の一極集

中

先ほど JAから堆肥の利用による施肥設計の

お話がありましたが、私の方はまず耕畜連携によ

る地域内循環の話をさせていただいて、それが環

境にどのような効果を及ぼしているかということ

をお話したいと思います。

昭和40年代くらいまで少頭数の家畜を飼いな

がら畑作物を栽培する複合経営が多かったのです

が、昭和50年代くらいから専業に変わってきまし

た。複合経営ではふん尿は当然ながら飼料作物だ

けでなく畑作にも使っていたので、畑作地も含め

輔、|穀 物飼附入|

寸私、 i 趨甑*-

禽料自給率の低下

自本の畜遣がi蚤号室員諮を詣こす謀本的な麗閤

配合飼料の輸入の増加

た自分たちの経営の範囲内でうまく利用すること

ができたと言えます。 そして昭和50年初頭くらい

からバルククーラーとかパイプラインの導入にと

もなって酪農専業になっていったという経緯がご

ざいます。そして専業になると一般的には牛舎の

新設により飼養頭数は増加しますし乳量を高める

ために大量に飼料を輸入するようになったので、

ふん尿も大幅に増加しました。 アメリカからだけ

れ、

ではないのですが、一方通行で配合飼料が輸入さ

これが自給率の低下の一因にもなっています

し、日本の畜産が環境問題を引き起こす根本的な

原因にもなっています。

複合経営の割合は全国的に見ると 1970年から

2000年まで、下がっていて、つまり専業に代わって

います。全国的には複合経営の割合は40%台で、

北海道はもともと専業が多いので10%台です。専

業経営が増えてきているのですが、家畜の頭数と

土地の面積はどうなっているかというと、図のよ

うに極端に頭数が増えているということはありま

萄康生量l!<:iOtJi5i車蝦循環の歴史と宵蹟

ケベ空
複合経営の割合"-ー

2m'.卜-_.."_二二一一一一一一一ー一一一一一一一

・、、‘.

，.苅 19':0 1甥抑 l姐$ 19抽 ，1m :>瓦~

確かに複合経営は減少しているのだが...

複合経営の減少と頭数や土地面積の推移
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耕畜連携と環境問題

せんし、全国的には頭数はやや減少しています。

土地面積もそんなに増えているわけではないので

す。つまり、ふん尿による環境問題が増えた原因

は"頭数が増加したからべというわけではありま

せん。複合経営が専業になってたくさんあった小

さい経営が統合されて大きい経営となり数が少な

くなりました。そして大きくなったのですが家畜

の排池物を飼料畑だけにまいて畑作物に利用しな

くなった...つまり飼料畑にふん尿が集中したこ

とが原因のーっとして挙げられると思います。

専業化にともなうふん原の飼料畑への一極集中

2.畑酪地帯での耕畜連携と養分循環との関係

畑作農家も専業となり化学肥料のみの生産が

増えましたが、化学肥料だけではどうしても土の

力が落ちてきて、極端な話では土が砂漠化すると

いう事情があります。酪農家は余剰な糞尿をなん

とかしたいし、耕種農家は土づくりをして生産力

を上げたい、というお互いの事情があって耕畜連

携の地域循環が生じる、というのが背景にありま

す。ここまでが前置きの話です。この後は今形成

協庭生産量における地矧循環の箆史と背宗

歯皐喝 耕種農家

余剰な糞原を I...，. I 主づくりをして | 
なんとかしたい| ー |生産力をよげ疋い|

現在の髄長量生産において地域錆璃が生じ苔背景

耕畜連携による地域内循環が生じる背景

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -8-

されてし1)る地域循環がどのような効果をもたらし

ているが、ということをお話したいと思います。

地域環を大きく分けますと 3つあります。 I

つは交換耕作です。 1つは物々交換と書いていま

すが、ヰれは稲わらや麦梓を堆肥と交換する、あ

るいは売買することです。もう Iつは畑作の粕類

の家畜飼料としての利用です。まずは交換耕作に

ついて?説明したいと思います。

地織翁~ガi\jjht或環境にもreらす髭響

ト地域循環は古くから農家間で実践されている

|| 交換制乍 | 
持種鯨と畜産農家が一時的に畑を交脚る

11 物々交接 | 
稲わらや麦幹と堆肥を交箆"9る〈ま記leI:売買す否)

!畑作柏類の家畜悶斜への利用

~;ヤr廿一→引引トI'-H…JパT
家畜飼料への利周

地域循環が生じる 3つのパターン

交換耕作の定義は、賃貸借やお金のやり取りを

伴わないl一時的な畑の交換です。十勝ですと馬鈴

薯・豆類・小麦・甜菜という輪作体系があるので

すが、周鈴薯は病気が出やすいのであまり有機物

を使わな川傾向がありますし、豆類はもともと窒

素がいらほい、甜菜は作付け時期が非常に早くて

春先に(ゅん尿を)入れるのは難しい、といった

事情があ|り、一番多いのは秋まき小麦の収穫の後

に堆肥を凡れるパターンだと思います。輪作体系

のなかで秋まき小麦の後に、例えば酪農家と土地

をl年交換してデントコーン等をつくってもらっ

地持額制糊環協にも伝らす影響

| |交蹟耕作 122222E官官なしト時的な

畑作3品(4晶〉の輪作体型

輪作体系と交換耕作



猫 本健司

てたくさんのふん尿をまいてもらう、というよう

なことが行われていると思います。鹿追町の 7年

前の調査事例からの紹介になるのですが、どのく

らい交換耕作を行っているかというと大体30%の

畑作農家が何らかの交換耕作をしていました。か

なり予想より高い割合の交換耕作が行われている

と思います。その交換耕作がどのくらいの面積で

行われているかというと、全町で約 I万haのうち

約 6%、例えばその畑作のところにデントコーン

を栽培してもらってたくさんウンチをまいてもら

う、ということが行われています。

1 出型璽璽並盟問空白空襲忠 一一一J

。F

交換耕作の実施状況

次に物々交換;わら敷料と堆肥を交換すること

です。だ、いたい小麦わら Iロールあたり 3，000円か

ら6，000円ほどで取引きれているのかなと思いま

す。非常に水分が少なくて微生物も繁殖しづらい

ので酪農家さんから根強い人気がある敷料です。

-有機物を施周しているか? る

ー

す

戸

%

ロ

"A崎

E
u

f
川

内
U
R
O

E
-
(
 

物物交換

18.8651 

(37%) 

施周しない---{、 '"、 ~姻鎗喧

伊 ( 二幽品購入
(15%) ¥ / 宮高 10脚 t

v- (63%) 圃有縫物の
' 入手方法

有樹担を錨周すあ畑作鹿沼回全体の8割以上

物々交換の実施状況

鹿追の畑作農家きんに有機物を使っているか

ということを聞いてみたところ、 15%くらいは使

っていなし~雑草が増えるから嫌だとかそうい

う農家さんもいらっしゃるのですが、大方の農家

さんは例えば物々交換で敷料を提供しながら酪農

家から堆肥をもらっている、あるいは堆肥を買っ

ている場合が多いです。だいたい全体の 8割くら

いの農家さんがなんらかの有機物を使用していま

す。

そしてもう Iつは粕類の餌への利用です。これ

はスイートコーン葉っぱの部分をサイレージにし

ている写真です。今日は日甜の方の来ていらっし

ゃると思うのですが、ビートパルプ、生パルフ。等

は餌としてかなり多く利用されています。このよ

うに畜産農家が畑作農家から出る副産物を直接も

しくは加工工場等を通して非常に安い餌として入

手していますし、これによって外(地域外)から

買ってくる餌を少なくすることができますので、

地域内循環が促進されて環境負荷も軽減するとい

うことにつながると思います。

粕類の餌への利用例

はω或循環が池波環協にも1Eらす影響 一一一一
地域情環のも-aらす主な効果

-環境負荷の低減

外部(海外)からの配合飼科・化学肥料など
の控入が少なくて済む

-経営に対する貢献

闘料臆入費が削減できる。
安価な粕頚固精が利用できる。

園地力の維持

有機買の利用による畑の生産力の維持

地域循環がもたらす主な効果
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3.地域の養分循環が余剰窒素に及ぼす影響

次に地域循環が環境の負荷の軽減についてど

のくらい効果があるのかというのを紹介します。

これは鹿追町の窒素の流れを図にしたものです。

ギガグラムですから2.1だと210万kgで、すo このよ

うな大量の窒素を餌とか肥料として酪農家さんが

外部;主に海外から購入しています。そして投入

窒素の1/3が生産物として酪農場外ヘ出ます。牛乳

が多いのですが、その中の1/3を占めるふん尿が畑

作農家に使われているということがわかりました。

かなりの量の窒素が畑作農家の方に肥料として利

用されているということです。

塑理寧!号電唖樫轡!雪iE事民雪す警翌一一一一一一一一 切一一一_J 

鹿追町農業における窒素の出入りと循環

酪農場における窒素の出入りを表すとこの図

のようになります。 210万kgの窒素が外から入っ

てきます。ほとんどが外部から購入する餌とか肥

料です。その1/3位が生産物であり、牛乳とか個体

販売で、外ヘ出ていくわけですが、その差、つまり

残ったものが余剰窒素となり、その全体量のうち

どの位が土に蓄積しているのか、あるいは空に揮

散しているのかは解析しておりません。先ほど地

下水汚染のお話もありましたが、 haあたりで大体

300kgくらいの余剰窒素が発生していると考えら

れます。ただしこれは 7年前のデータですので、

現在は JAで、は肥料配合をやっているので、もっ

と良い結果になっているかも知れません。

約300kgN/ha

鹿追町の酪農場における余剰窒素

11を横棒のグラフに変えてみます。上が投

入されだ窒素、下が産出された窒素です。上の棒

と下の棒の差し引きが余剰窒素ということになる

のですが、地域循環が無い場合はピンクのライン

になり事す。斜線部分が畑作農家に譲渡あるいは

売った堆肥、あるいは畑作農家からもらった敷わ

らです。|このような地域循環があった場合が赤い

線にな引ます。つまり、地域内循環があると余剰

窒素が川%下がる、そういう結果になります。利

用率で川うと酪農家の窒素利用率は20%から30%

に大きく|上昇、そういうような結果になります。

肉牛農家も同じような傾向で、余剰窒素は下がり

役入室素

産出窒素

地域内循環により酪農爆に怠け否
室素利用率Ict、21%から31%へ増加

余jJ窒素臥1.63GgNか61.46GgNへ_11%減少

まどうなっているかというと、地域内

て余剰窒素は逆に上がってしまいます。

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -10一
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どうしてかというと、化学肥料に比べて堆肥だと

肥効率が低いということがあります。堆肥を使う

と逆に環境負荷が増えてしまうというのが、耕種

農家の状況です。

;地域酒環カV白域環境にもたらす影響

|綿農家では... I 

投入室索

産出窒索

GgN.砂町

地威内揺環により畑作農揚におりる余剰怠素は
0.22tNから0.42tNへ90%増加するガし
化学肥料は46tN節減されると推定，，<勺函万五高長?

| 肥宜を1k._0:1しえ唱古

畑作農場における地域循環による余剰窒素の増加

でも、酪農・肉牛・畑作農家の全部合わせて町

全体でみますと、地域内循環で余剰窒素は下がり

ます。 0.06ギガグラム、 6万kgの窒素が町全体で、

削減きれている、そういう結果になります。この

6万kgといっても想像がつかないと思います。ど

のくらいの数字かというと約500頭の牛が l年間

にたれるふん尿に含まれる窒素に相当します。地

域内循環によって500頭分のうんちが垂れ流すこ

となく有効に利用されていくという大きな効果が

あるのです。

i腕塑型地開埋も型理費一一一一一一一一一 一一一一j

地域内循環による窒素ロスの増滅

し~ーl叩 酪農場133P... ~ 

E亘土??平
静畑作農場115戸 +0叩 | 

吋 C-A町全体

ー0.2 -0.1 0 0.1 0.2 

ー命 噌一一一一一一一一ーー~一一 _9gN/year

旭銭信震により、町全憾の窒翠ロスl直60MgN(与5.3kgN/ha)減少

町全体における地域内循環による余剰窒素の低減

4.地域内養分循環を促進するふん尿管理のあり

方

では、地域循環させるには一体どうしたら良い

のか?。例えば良い堆肥をつくればいいのか、腐

熟度を上げれば良いのか、など色々な考え方があ

ると思いますが、堆肥づくりはあくまで他所に移

動するためのふん尿処理;牧場の外に出すための

ふん尿処理という見方もできるのかなと思います。

どうしても堆肥化するとガサも小さくなってアン

モニアとか環境負荷ガスを飛ばしますし、肥料的

にもロスが生じます。ですから自分のところの畑

にいれるならほとんど発酵しなくても良い、とい

う考え方もありますが、畑作に持って行くなら、

使ってもらえるように臭いを少なくする、そうい

うこともケースパイケースで出てくると思います。

糞尿処理の目的は、循環利用を図ること

堆肥化と地域内循環が余剰窒素に及ぼす影響

そういう中で、せっかく地域内循環するわけですか

ら、堆肥化のところで大きな窒素ロスが出ると意

味が無くなってしまいます。地域内循環で環境負

荷が軽減していても、堆肥化のところで窒素が空

に飛んでいくようなロスがあるとよろしくないと

いうことです。地域によって状況は異なりますが、

この町(鹿追町)では窒素が18%以上失われてい

るような堆肥化をしない限り、地域内循環が地域

の余剰窒素を軽減するという計算結果がでました。

循環を損なうような過剰な糞尿処理をしないよう
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耕畜連携と環境問題

糞尿処理の目的は、宿環利用を図ること

循環を損なう過剰な糞原処理をしないように気をつけ否

A時でlet翠棄が18%以上失われる堆肥をしない
限り、地域内鑓環tji余剰塞棄を館下さ甘る

堆肥化およびその利用と窒素口スとの関係

に気をつければ、このような地域内循環は非常に

有効に働くと言えるかなと思います。

一般的には堆肥の方が流通させやすいので

すが、この町(鹿追町)もどちらかというと土地

あたり頭数が多い飼養密度の高い傾向があります

ので、その場合は堆肥をつくって有機物の地域内

循環を図るということが非常に有効ですし、北海

道北部東部の草地酪農地域など飼養密度が低い地

域ではふん尿を他所に移動する必要がないため、

堆肥化すること自体がどうか?ということになり

ます。そういうわけで草地酪農地帯、十勝も含め

た畑作酪農地帯など、地域の循環を意識して地域

に適したふん尿処理を選択するというのが非常に

大切なことになるかと思います。ふん尿処理の本

来の目的は循環を図ることであり、最近は手間ひ

まを省くといった目的でふん尿処理をされる方も

多いのですけど、循環を意識すると必然的にどん

なふん尿処理をすれば良いのか、その選択肢は絞

られてくると思、います。というわけで今日は鹿追

町で、は畑作酪農地帯で地域内循環の構築によって

環境負荷が低減できるということをご紹介して私

の話を終わりたいと思います。

【会場からの質問】

堆肥化の時に18%以上のロスがあると地域循

環しでも... という話がありました。今はやりの

堆肥化施設では18%をはるかに超えているような

気がするのですが、その辺の見解を聞かせて下き

【猫本時】

私も超えていると思います。乾燥させたり撹持

させる施設が増えていますが、場合によっては半

分くらり窒素が飛んでしまうと思います。余談で

すが去年ある出版社に原稿を頼まれて、本州の方

では堆肥撹枠施設が入っているが北海道には無い

ので立ぢ遅れている、といった北海道の現状?を

れと頼まれたことがあります。私は逆に、

どちらかというと生堆肥の流通が多いと

が、生堆肥でも耕畜連携でうまく循環利

いるのだから、そういう施設はいらな

-.で、きている北海道の方が進んでいる)と

いった書き方をしたら載せてもらえなかったこと

がありま|した。ふん尿を他所に移動するために堆

肥発酵施設が必要な場合もありますが、(北海道の

ように)I循環ができているのなら、わざわざ金を

かけて施設をつくり、成分を揮散させる必要はな

いと思います口
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「地域の酪農を総合的に考える ー畑作酪農地域:鹿追町についてー」く2006年度現地研究会ミニシンポジウム>

雇用型の酪農経営について

奥秋吉広(酪農家鹿追町北鹿追)

鹿追町で酪農業を営む奥秋氏は、研修滞在施設 る...、つまり"町内の青年が集まる"ということ

であり交流の拠点でもある同町の「ピュワモルト なのです。

クラブハウス」の設立や運営に中心となって携わ

ってきました。また、雇用の受入組織であるファ

ーマーズスタッフ(浅野会長)の窓口でもあり、

幅広く活躍されています。現在、同町にはたくさ

んの若者が集まり農業に従事しています。今回は

雇用という観点、から講演をして頂きました。

ー

1
1
i
i
J
F

1.ピュアハウス(女性専用の研修滞在施設)の取

り組み

本日の現地見学会でみていただいたピュアモ

ルトクラブハウスは平成10年にオープンしました。

鹿追の町を活気づけていける若者をつくりだした

い、そういう自分たちの願いではじめた家です。

一緒に建ててもらったピュアハウスという研修棟

(男子禁制)では、町外・道外の研修生を毎年10

名ほど受け入れています。研修期間の 1年間は宿

泊費用がかからず、必要なのは光熱費と食費だけ

です。農家に通う交通手段である自動車は農家か

ら貸し与えてもらっています。

現在まで86名の研修生を受け入れてきました。

そのうち町内に残られた方は25名、町内で結婚さ

れた方が8名、近郊町村に嫁がれた方が6名ほどお

られます。現在もOG会があって、集まっては色々

な活動をしています。

あそこにピュアモルトがある...、女の子がい
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ピュアハウス(女性専用の研修滞在施設)

2. 町内の賃貸住宅施設

l年の研修が終わって今度は農場に就職する

となると、住む場所がまた必要になります。街の

中心に 6戸の新築住宅(農業体験宿泊施設)を用

意してあり、家賃は10，500円です。さらに旧自衛

隊官舎を改装したものが42戸あります。町に滞在

する際は、しばらくの聞は農協と行政が面倒をみ

てくれます。住宅は常に確保して頂いております。

3.ファーマーズスタッフによる雇用確保の取り

組み

雇用という形態の中で鹿追町の農業はここ 10

年くらい飛躍的に伸びました。これは JA鹿追町

やレディスサービスカンパニー、酪農ヘルパーな

どの活躍によるところが大きいのですが、規模拡

大にともなう労働力への依存は非常に大きくなっ

ています。圃場管理などはコントラクターにまか

なってもらえるとしても、牛の管理やお産・牛の

移動や給餌など、機械化されてもやはり手聞がか

かる部分が増えているのが現状です。そこで、労



雇用型の酪農経営についτ

働力を雇用により確保し、農業経営の合理化を目

的として、平成13年8月に10人ほどの仲間で"ファ

ーマーズスタッフ"を立ち上げました。この10人

はピュアハウスの研修生の受け入れ経験がある酪

農家です。

現在、鹿追町内には約70名の酪農従業員がいま

す。さらにピュアモルトに約10名、ヘルパーで約

20名おりますので、全体で約100名の従業員を抱え

ているのが鹿追町酪農の現状です。
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で入っτきます。そのような情報から人材を確保

するとともに、例えばスタッフの中で話し合いを

して、ヰの子は00が好きだからこの酪農家がい

いんじゃないかれこの子は実家が酪農家で規模

拡大を目指しているので00している酪農家が良
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ファーマーズスタッフのパンフレウトの一部

ファーマーズスタッフでは、農家に住み込みで

働く、ということはほとんどありません。町内の

住宅から職場(酪農家)に通ってもらっています。

街から離れているため牧場の周りに社宅を用意し

ている酪農家も4---5軒あります。従業員用に l戸

建ての住宅やアパートをもっ酪農家もあります。

また、現在ファーマーズスタッフでは、酪農学園

大学の実践酪農学コースの学生きんを受け入れて

います。

このような住環境をはじめ、最低の約束事をフ

ァーマーズスタッフの10名はf前えております。そ

れは給料・待遇・労働時間・休日・最低賃金(15

万円)などです。

いので凶?、といったように、個々の状態や将来

の構想に|あわせて、スタップの中で人材の振り分

けをする|こともできるのです。

4.雇用|に関する私の考え方~何のために雇用が

必要なの|か?

雇用に|関して私が言いたいことがIつだけあり

というのは私

考えなのか?、

題で、はy

、規模拡大によ

からなのです。

.分娩も多く
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奥秋吉広

なる...お父さんは畑に行ったっきり帰って来な

い... というのが現状だと思います。

"好きで貰った女房をボロボロにしてどうする

の... ?" 

あと何年かで子供が手から離れるのに今度は

親の介護がはじまる...おしゃれする時間も無

い...化粧する暇も無い...子供の学校行事にも

行く眼が無い... というのが酪農家の奥さんの実

態だと思います。立派な経営をして何百頭も搾乳

している経営もたくさんありますが、皆ぎゅうぎ

ゅう詰めの生活だと思います。それで本当に幸せ

なのかれそれが自分の人生なのかれというこ

とをまず考えた方が良いと思います。夜8時 9時

になっても電気が点いている牛舎があります。奥

きんも一緒に働いていると思います。それから作

業を上がって旦那と晩御飯食べて...洗濯物片付

けて...風日入って寝る... といったら寝るのは

何時になるのか?。そんなことをして酪農やるな

ら辞めたほうが良い... というのが僕の持論なの

です。

そういった苦労をある程度までやわらげたい、

そのための雇用ではないかと思っています。

確かに(最低)15万円という給料は農家にとっ

て安い金額ではないと思いますが、本当は15万円

以上の値があるのです。心にゆとりをもって牛を

見る時間があれば、発情もしたり、お産の事故も

減る、共済の掛け金も減る、そういった中で生み

出して行ける金額なのです。

5.ファームサービス(プチヘルパー)の取り組

み

メンバーに200頭くらい搾乳している仲間がい

るのですが、200頭の搾乳をヘルパーに完全に任せ

るのはかなり困難です。 1日休むための引き継ぎ

に3時間も 4時間もかかってしまいます。そこで、

同級生や近所の人を含めて 6人で"ファームサー

ビス"というフ。チヘルパーを平成16年に立ち上げ

ました。

一般のヘルパーと違い、よほど何か事情がない

限り、引継ぎ無しで出かけることができ、いつも

来てくれる人なので安心感があります。将来的に

は一般のへルパーを一切利用せず、に月 2回夫婦で

休むことができ、従業員を長期旅行に行かせるこ

とも可能となります。

6.ファーマーズスタッフを運用するために法的

に必要なこと

私はファーマーズスタッフとファームサービ

スの窓口をするために、職業紹介責任者講習を受

講しています。職業安定法第36条に基づく委託募

集の届出を労働局に受理していただかなければ、

ファーマーズスタップとファームサービスという

名前を使って募集広告を出すことはできません。

個人の牧場なら広告を出せるのですが、ファーム

サービスとして取り組むには、きちっと講習を受

けることが必要となります。
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「地域の酪農を総合的に考える ー畑作酪農地域:鹿追町についてー」く

町の取り組みと

大井基寛(鹿追町役場|農業振興課長)

1.鹿追町の概要

鹿追町の概要と、役場(行政)が農業にどのよ

うな支援をしているか、というお話をさせていた

だきます。こんな小きな町なのでありふれた話で

すし、役所の話なので面白くないと重々承知して

いますが、我慢して欲しいなと思います。

鹿追町は大正時代に隣の音更町から分離しま

タイヤや離農により減少しているという現状であ

ります。

農地面積は 12，500haです。町の総面積が

40， OOOh~ですので、約 3 割が農地であり、大部分

は山に固まれています。

観光司では、道央からみて日勝峠・狩勝峠を越

えて、" ¥鹿追」は聞いたことがない"という方が

おられます。札幌の飲み屋で「然別湖や

こにあるか ?J と聞いても知らない方が

大半で、 Ir十勝のどこなら知ってる ?J と聞くと、

池田ワイ|ン・松山千春・帯広...といった程度で、

[勝を超えて阿寒に話が飛んでしまいます。

には農業が主体ですから色々な素材が

。食べものあり・景色あり・川あり・山

した。十勝平野のちょうど北で、大雪山国立公園の あり、そ|して湖もあります。それらを生かせるの

東側に位置しております。工場は少なく働くとこ

ろはそう多くはありませんが、大雪山国立公園で

は唯一の自然湖である然別湖をはじめとした観光

と農業が基幹産業です。鹿追町はそばの産地です

ので、ぜひお土産にもどうぞ。

ンツーリズムです。都会から農村ヘ来て

をとる、最近ブームとなっているグリ

リズムへの取り組みは、鹿追町では早く

んでいます。以前は、団体客が一気に来

て一気に|帰ってしまう、というのが多かったので

人口は6，000人弱の小きな町です。昭和35年に すが、 の多様化あるいは差別化により、訪れ

も徐々に変わってきているのが最

近の傾向b瓦なと思っていますO

はI万人を超えましたが、その後は町内の自衛隊

演習地に土地を売却して町を離れた方もあり、人

口は減少の一途をたどりました。特に農家数はリ
τ一曲目で-ーーーーー・----“一ーーー一一'‘ー-----~~ー一ーーーーー

鹿追町の市街全景
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て活きる町づくり"というキーワード

然別湖



大井基寛

で、経済と福祉の充実を主眼に施策を実施してい 3.鹿追町の農業

ます。例えば"花と芝生の町づくり"では、金を 次に行政が農業に対してどのような支援をや

かけるのではなく、自分のできることで身の周り っているかをお話しします。先ほど奥秋さんが、

を花で囲もう、ということを合言葉に、住民が自 「家内が就農して良かったと思う、ゆとりある農

らアクションを起こしたり行動する取り組みで地 業をやりたい」と話きれていましたが、経営者と

域の活性化を図っています。自分たちが住んで、い してもっともな話だと思います。魅力があり元気

る町を自分たちが誇れる、そういうスタンスが大 のある農業を目指していろいろな仕掛けをつくり、

切なのかなと思っています。 みんなで元気良くがんばろう、というような政策

2. 鹿追町の農業

鹿追町は酪農畑作混在地帯であり、山が近くて

標高が高いことから気温も低く条件が悪いため、

寒冷地作物のビートや馬鈴薯・小麦が中心となっ

ています。昔は豆が多かったのですが、最近は減

ってきています。また、規模拡大だけでなく集約

的な農業を目指し、ここ十数年はキャベツなど野

菜の作付けを増やして経営の安定化を図っていま

す。畜産には黒毛の午はおらず、白黒の牛が主体

です。表には肉牛と書かれていますが、ホルスタ

インを中心に酪農あるいはホルの雄牛を肉牛とし

て育成しているということです。生産額は畜産関

係が100億円、畑作関係で45億円です。表の中では

鹿追・十勝と全道を比較していますが、規模の大

きさや一戸あたりの所得を見ていただければ、鹿

追農業の特徴がわかると思います。

/ 

/ 

をやっております。そのような事例を紹介させて

下きい。

まず最初に条例です。町では平成16年に環境に

ついての基本的な決まり"環境保全条例"を制定

しております。町民や農業者を含む事業者と行政

が、それぞれの立場から今ある豊かな自然あるい

は景観・環境を守り育て、次の世代に引き継ぐ

ために義務と責任を果たそうというものです。罰

則はありませんが、皆でがんばろうという目標を

設定しています。もう lつは"循環型農業の推進"

です。猫本さんが耕畜連携の話をしましたので省

きますが、その中で交換耕作という話題がありま

した。さらに JAからは土壌診断の話がありまし

たが、交換耕作や土壌診断に対して現在助成を行

っており、すそ野が広がるようにしている状況で

おります。

次に農業振興策の関係(①~⑧)です。まず、

JA関係の話にも出てきました①「コントラ事業」

と② rn巴料配合施設」があります。

-17- 北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年
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コントラによる牧草の収穫作業

肥料配合施設

次に、市街地周辺の環境対策・保全として、市

街地を取り巻く酪農家と町から出る生ごみあるい

は汚泥を一緒に処理する、道の補助事業で来年完

成予定の③「バイオガスプラント」を建設してお

ります。これは集中処理方式であり、市街地周辺

の14戸の酪農家から集めてきてー箇所で集中処理

をするかなり大きな施設であります。家庭の生ゴ

ミについても来年の 4月から、一部は年明けから

実証試験をして状況を見ることにしています。

④「担い手対策」としては、ピュアモルトクラ

ブハウスカまあります。さらに、 トレーラーハウス

や酪農ヘルパー事業、労働支援事業があり、これ

らは大型農業を支える環境ということで後ほどお

話させていただきます。

実際、農家の安定は畑の基盤からということで、

⑤「基盤整備の推進」として土地改良事業や制度

事業を実施しております。それから、⑥「交換分

合事業JIという耳慣れない言葉ですが、私とあな

たの畑をぱくりっこ(交換)して、なるべく自分

の近く咋自分の土地を集積しようという事業を昭

和33年から実施しています。畑が離れていると労

働効率あるいは作業効率にものすごい差がでます。

例えば10km・20km離れているということになれ

ばその分、物販なり移動に経費と時間のロスが生

じます。|

そしす、⑦「農業振興センター」が防衛庁施設

局の事業で、平成20年度に完成します。これは基幹

産業である農業を振興するため、農産物の加工や

モニタ寸を行い、また食育の場あるいは高齢者へ

の食を提供したり、健康を維持するという役目も

付加し書した。農業振興と併せて食べることによ

る健康守くりの拠点としていきたいと考えており

ます。

農業者明向上あるゆ川アツプ梱って

いけれ同と考えております。

このイ也には畜産関係でいけば、家畜伝染病自衛

防疫組合があり、これは他の町にはないシステム

ですが、時用の獣医さんを雇用しており、予防注

射などを庚施しています。もちろん経費もかかり

らでは

と思っ

一番

こうし

プ体制.. . ， _ 山 ベ ノ 』γ ノ -- ...../ I 1/ I-.J '-._- "，"，" - c:t-. 7 v 

農業者をいとりまく環境は充実しているのかなと、

手前味噌かも知れませんがそのように思っており

ます。

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 一18一



大井基寛

4.鹿追町の大型農業を支える環境

先ほど奥秋さんから何点か紹介させていただ

きましたので一部は割愛させていただきます。大

型化になればなるほど労働力は不足し、家族労働

では負担がかかり旅行にも行けない、キャンプも

行けない、そういったことがあります。規模経営

拡大に応じて、 lつはヘルパー事業を平成3年か

ら、自分たちで会社を起こして実施しております。

平成 5年から行っているコントラクター事業は、

現地見学会で見ていただいたと思いますが、管内

あるいは日本でこれだけ大きな規模のコントラは

ないと思います。このような形で外から酪農を支

えています。

先ほどからの話はほとんどが酪農関係ですが、

畑作関係では「労働支援事業」があります。 16年

度から実施しており、収穫など農繁期のどうして

も忙しい時期にスポット的な労働を受けることが

できます。

それから現地見学会で紹介した「ピュアモルト

クラブハウス」があります。隣には「ピュアハウ

スJ (男子禁制の宿泊施設)が10戸あります。

「農業体験宿泊施設」は現地見学会の車中から

見ていただきましたが、トレーラーハウスの方は

坪数が小さいわりに値段は高く、 l戸900万円くら

いします。なぜ高いかというと、購入時は500万円

くらいでしたが室蘭か苫小牧からの運搬費やハウ

スを固定式にするなどして、見た目よりお金がか

ピュアモルトクラブ、ハウス

かつてしまったためです。それから、体験住宅が

鹿追の市街に 6戸あります。 l戸あたり800万円で、

これらは農水省の補助事業で 2分の lの補助金を

頂いています。この住宅は3年間は居住して良いが、

3年経って他に希望者があれば出てもらうという

内規を定めています。なかなか空きが無いという

こともあって、それだけ需要が多いということな

のですが、逆に言えば使用料は入ってくるけど部

屋数はまだまだ足りないという状況でもあります。

家賃は鹿追の街中の住宅が10，500円で、トレーラ

ーハウスは9，200円です。トレーラーハウスにはベ

ッドなどの備品を備え、来たらすぐ寝て仕事がで

きるという状態にしていますが、シャワーしかな

いので入浴はできません。

また、自衛隊から古くなった官舎を払い下げて

もらって公営住宅としていますが、そのうち15戸

は農業従事者住宅として住み分けをしています。

さらに 5戸増やして20戸となる予定です。なぜこ

のようなことをするかというと、町にはお金が無

いのでなかなか公営住宅を建て直すことができな

いため、既存のものを修繕して使っていただいて

いるわけです。

それから「従業員住宅への助成」を平成13年か

ら行っています。助成対象は"産業後継者及び産

トレーラーハウス(上)と市街の住宅(下)
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業実習生への用に供するもの"とあり、農業従事

者住宅を建設する際に助成するというものです。

現在まで従業員住宅として 6戸、後継者住宅とし

て13戸の利用があり、全体で30戸弱がこの事業制

度を利用して建設されています。助成金額は100

万円を限度とし、町内でお金を回してもらうとい

う趣旨で、町内の商品券で助成をしています。

いずれにしても、町としてできることは限られ

ております。こういう時代といいますか、どこの

市町村でも財政が苦しい、振る袖が無い、金が無

い、というのが実態です。しかし、金が無いから

何もしないなどと後ろ向きで考えるのは良くない

ことです。無い中で何を生かすかということを、

これからは農家もそうですしうちら(行政)も考

えなければなりません。そのためには色々な仕掛

けが必要なのかなと思っております。これからも

っと行政的にはきびしくなっていきますが、基幹

産業が疲れると町自体の存亡に関わってきます。

マイナス思考だけでは何も出てきません。一つ一

つリスクを背負いながらも挑戦をする、そういう

ことも大事かなと自分自身も思いながら仕事をし

ております。

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 一20一



「地域の酪農を総合的に考える ー畑作酪農地域:鹿追町についてー」く2006年度E知也研究会ミニシンポジウム>

JAの取り組みと考え

中 野松雄(鹿追町農業協同組合常務)
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1.農協の基本的な理念

農協の基本的な理念や考え方は、"真に組合のた

めになる事業を展開し、それを素直に農協が取り

組むぺということです。鹿追町農協はそれを忠実

に実証していきたいと思っていますし、現在もや

っているつもりでおります。ですから、組合員が

それを必要としない場合はそれを縮小しなければ

ならないし、組合員が何を求めて何を必要とする

のか?、それに農協が答える、ということを基本

にやっていかなければならないと考えていますJ'

f邸裁を守る"という考え方では本来的な方向を見

失ってしまうことがあります。組合員が結集でき

る農協として、やはり組合員の考え方や意見・経

営をきちんと理解した上で、どうしていかなけれ

ばならないか?ということを、職員、役員を含め

て理解を深めていくことが重要だと思っておりま

す。また、理解するだけではなく、実際の事業に

おいても販売・購買など他に負けない価格で物を

買える売れる力量を農協が持っていなければなり

ません。さらに次のステップとして、営農に対す

る支援のシステムやコンサルテイングの機能を保

有していくことが、農協として生き残っていく道

ではないか?、というように考えています。また、

合併のことが農協関係ではどうしても話題に出て

きますが、単純に何の理由もなく合併だけが一人

歩きをするのでは決していけないと思っておりま

北海道家畜管理研究会報， 42: 21-24， 2007年 一 21-

す。それぞれの組合の理念に沿って必要で、あれば

合併する必要がありますが、事業ごとに同等の連

携がとれるなら、そういう形をとれば良いですし、

必ずしも合併でなければ事業の効率が上げられな

い、ということでは決してないと思います。どち

らかといえば、農協の範囲が大規模化すると、組

合員の声や考え方が聞き入れられなくなり、組織

優先の運営となってしまう、そういう問題が起き

ているのかなと危倶をしております。

2. 酪農経営状況の推移

鹿追農協の事業方向の進め方は、まず5ヵ年の

農業振興計画を立て、さらに毎年各年の事業計画

を立てて進めております。その結果として酪農の

場合は、単純に過去5年の数字では、収入は平成

17年までは毎年増えて、それに合わせて費用も増

加していました。所得はどうかというと収入が増

えた分くらいは増加していますが、所得率として

は決して高くなってきているわけではありません。

もう Iつ状況として、今までは生産すれば消費し

てもらえたし、価格もほどほど安定もしくは値下

がり幅の小さい中で、規模拡大なり生産量を増や
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すことで経営は成り立ってきました。しかし、こ

こにきて牛乳だけではなく他の農畜産物を含めて、

国内の人口の減少もしくは人口の伸びが停滞して

少子化・高齢化が進む中で、今後は生産をどんど

ん伸ばしてもそれが消費されていくという状況に

はなっておりません。現在も品目横断の対策が取

られておりますが、基本的に国の政策農政の中で

は、生産量については自給率が低いのにも関わら

ず、海外との農産物の価格差の部分を補填する部

分の枠がおのずと決められて、その範障でしか今

の日本の農業の実力としての生産枠を持たせても

らえない、そういう状況かと考えております。そ

生産を伸ばすためにコントラ事業ですと

貫事業といった支援事業に取り組んでき

今後のことを考えると変える時期にき

かなと思っております。

蜘

蜘収
穫
面
積

h I・叩

H61 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

ういった中で今後どうしていくか?。鹿追の I頭

あたりの乳量も毎年伸び、てきているのですが、こ l 農作業受委託実績

の先は生産量が伸ばせないので、今までの流れか

ら基本的に変えていかなければならないと思って

います。

|1頭当り手L:i!年|
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り
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g 6，耳目

aαm 

H7 .也H9 Hl0 Hll 附2 H13 H14 H15 H16 H17 

1頭あたりの産乳量

3.作業受委託の状況

コントラ事業は始めて10年以上になりますが、

l番草・ 2番草・ 3番草とコーンの収穫面積は

5，000haを超えており、 l番草とコーンだけでも

2，800haくらいになり、鹿追町全体の飼料作物面

積の半分近くに対応しています。このことによっ

て、生産量を伸ばしたり労働が軽減されて恩恵を

受けた方もいますし、逆に生産量が伸びない中で

コントラを利用したため自分で使える金は以前よ

り減った人もいたことと思います。今まではいろ

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 一22-

一数と経営面積

推移に関しては、近年の経済状況が

につれて、農家をやめる方は少なくなっ

向でありますが、今年の状況等を考えて

のサイクルではきびしい状況になるのか

しています。酪農家の I戸あたりの作付

えていますが、戸数が減った分残った人

を増やしているということです。離農戸

い年には I戸あたりの面積の拡大も少な

酪農専業農家の作付面積
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5.交換耕作の状況

交換耕作の最近の流れとしては、酪農畑作含め

て560haくらいで、あわせて80戸くらいの方が交

換を行っています。少ない時期もあったのですが、

近年では多少なりとも上昇しているという状況に

なっております。

交換耕作の実績

6.今後の経曽の展望~売上の追求よりも経費を

削減

今後はどうするべきなのか?ということです

が、グラフでみると鹿追町の酪農家の所得は頭数

が多い方が結果としては儲かっています。それ以

外にこのグラフから読み取らなければならないこ

とは、同じ80頭でも所得が500万円の人もいれば

2，000万円の人もいて、同じ80頭でも所得に1，500

万円の差があるということです。どこを見ても

1，000万円からし 500万円、場合によっては2，000

万円の聞きがあり、良い人と悪い人がいるという

実態があります。これは何を示しているのかとい

うと、同じ頭数を飼っても搾る乳量もしくは使っ

ているお金が違うということなのですが、これだ

けの所得の差があってもなかなか実感として個々

の経営の中でそれを理解し改善点を見いだすのは

難しいのです。これからは生産量を伸ばせられな

いので、やはり一番重点にしていかなければなら

ないのは、コストをどうやって落としていくか?

ということになると思います。
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飼養頭数と所得の関係

干場先生(酪農学園大学)にはゼミの学生の皆

さんにもお世話になって、鹿追で 5，6年前から

窒素負荷やエネルギー負荷の内容を調べて頂いて

ます。もうーカ所調べている浜中町(道東の草地

酪農)と比べると、やはり所得は鹿追の方が頭数

が多い分高いのですが、所得率は浜中より低いの

です。投資額も高くて使っている費用も多いとい

う状況になっています。そんな中で浜中でも鹿追

でも同じ傾向になっていたのは、同じ頭数規模で

は、窒素負荷なりエネルギー負荷が高い(環境負

荷が高い)経営ほど所得額は少なく、所得率が低

いという状態であったことです。労働の負荷はど

のくらいか、労働時間はどうかなど解析できてい

ない部分があるので、全てをそのことだけで整理

できるわけではありません。しかし、浜中の農業

にも学ぶところがあり、それはマネをするという

ことではなしいかにコストを落としていくか、

それを見いだすために勉強することがあるのでは

ないかと思います。特に酪農の場合は費用の50%

は飼料費ですから、それをいかに落としていくの

か?、それがなかなか鹿追では難しいことなので

す。そういう中で、放牧の取り組みをやっていく

ことが大事かなと考えています。放牧については

生産者をはじめ職員の中でも、すぐやろう、どん

どんやろうという意識にはなっていませんが、た

だ、今の環境問題や社会の状況等を考えていった
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ときには、これからはどうしても放牧は酪農の中 しています。濃厚飼料など農協で、取り扱っている

で、取り組んで、いただかないとならない課題かなと 部分にづいてはすべて解析で、きます口鹿追でこれ

思っております。 がで、きる一番大きな理由は、販売購買を含めて農

協の利用率が90%以上であるためです。

7. コストを下げる経営診断の取り組み 個別のデータを経営形態によって 5"-'6パタ

経営の実態や費用が l頭あたりいくらかかっ ーンく可いのモデ、ル、とりわけ鹿追の中で特に良

ているか?、そういうことがわかるシステムであ い上位当人くらいの数字を集めてデ、ータをつくり、

り、個々が利用して自分の経営分析をした上で、 それを目標として自分のどこに問題があるかをチ

しユかにコストを落としていくか、そういう取り組 エツク寸きるような内容にしてあります。

みをして頂くための診断システムを現在つくって 最終的に I頭あたりのコストが幾らなのかが

います。今のところ50戸ぐらいの利用ですが、拡 出てき寸、例えば生乳 1kgあたりの目標は56円で

大しながら具体的なコストの低減を進めていかな

ければならないと思っております。例えば牧草地

の肥料は何をいくら使っていて、反あたり何キロ

入っているのか、面積あたり何円かかっているの

か、ということが実数量ですべて出てくるように
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経営診断システム~牛乳 1kgあたりの生産原価

すけど、|あなたは58円ですからかなり良いところ

にいる、|そういったことがわかるようになってい

ます。司のように一人一人のコストがわかり、ど

こが標準と比べて悪いのか?ということもわかり

ます。例えば肥料量が多いという診断なら、前に

戻って Hんな肥料を何kg使っているのかをチェ

ックで寄るシステムになっております。畑作も含

めて収穫実績の品質等も取り入れるような形で取

り進め可いきます。

今までlはいかに生産を上げるか・伸ばしていく

かという|ことを重点にしてきましたが、今後はコ

ストをいかに落とすかが大事であり、そういう意

識が過調5年間、生産者も農協職員にも役職員に

も少し引っ増えてきておりますし、こういう状況

の中で取り組みをしていかなければならないと思

っておりほす。さらに、鹿追農協では今まで生乳

とか畑作ト4品など政府勧奨作物を中心にしていた

ため、ど卜うしても販売が系統におまかせ、 という

パターンが多かったと考えられます。これからは

いかに農協として販売力をつけて、価格に付加価

値をつけ明い生産をしていくか、ということが

大きな課題になってくるのかなと思っております。
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く2006年度現地研究会ミニシンポジウム〉

『地域の酪農を総合的に考える ー畑作酪農地域:鹿追町についてー』

総合討論

【干場】 4人の方々、大変貴重なお話ありがと

うございました。時間がちょっと押してまして、

なかなかここでじっくり議論をするというのは難

しいと思います。そちらの方は懇親会の方でして

いただくとしまして、ここで今までお話を聞かれ

た中で、こういうことを聞いてみたい、あるいは

意見を言ってみたいという方がいらっしゃいまし

たら是非出していただきたいと思います。

【会場】コスト意識の高い JAさんということ

で非常に感銘を受けたのですが、特に、何か販売力

の向上について独自の取組みがもしありましたら

紹介していただけたらと思います。例えば専任の営

業マンをかかえているとか、具体的な取組みがもし

ございましたら教えていただきたいと思います。

【中 野】残念ながら今の状況で特に専任として

置いているとかそういう形ではございませんし販

売の方をもっている訳ではございません。基本的

に今の段階で販売するそのもの自体が、畑酪4品、

生乳を中心としてロットとしてはどこにも負けな

いくらい大きなロットがあるのですけど、単独で

売れる商品にはまだならない。ただ lつの取り組

みとしてすでに取り組んでいるものとしては肉牛

もかなりのボリュームで、扱っています。それにつ

いては近畿のAコープと、通常肉牛ですと相場で

取引をしますが、今はだいたい取引の 3分の l、

うちの場合ですと年間700頭ぐらいについては、値

決め販売で安定販売をする形で常に取引しており

ますし、向こう側のカットする人達との交流等を

含めて年に 4回くらい打ち合わせ・交流をしなが

ら取り組みをしており、特に販売のなかではうち

としては進んだ取り組みをしているかなと d思って

います。それ以外では、野菜ではキャベツを取り

組んでいますけどなかなか苦戦しているというの

が実態でございます。

【干 場】よろしいでしょうか。その他なにか。

【会場】奥秋きんから、奥さんを重労働から解

放するというのが非常に大事だという話をおうか

がいしてとても感銘をうけたんです。たぶんこれ

からの酪農というのは、労働時間をいかに少なく

して余暇を作るかというのが重要な課題になると

思います。外国に行った人の話では、酪農家でも

1ヶ月とか長期休暇をとって夫婦で、外国旅行をす

るとか、そういうことを通常行っていると D 日本

の酪農でもあっていいのではないかと思うのです

が、ファーマーズスタッフのやり方の中でそうい

うことを想定されているのか、想定されていると

すれば将来どういう方向で発展きせていくのか少

しお話を聞かせてもらえればありがたいのですが。

【奥秋】現在なかなか 1ヶ月単位でという形に

はなりませんがうちのメンバーで、は伊藤君が今来

られていますが、たしかアメリカファームでした

か、四つ葉の視察で長期視察に行かれて、また内

海きんという方も単独で、視察にアメリカの方に行

かれて、また小きなものであれば、夫婦で 2日3

日僕も家内と20年の結婚記念日で韓国の方に行っ

てきたのですけど、高田という代表が、彼も20年

の結婚記念日で九州の方に行かれて、必ずしも長

期ということは現状では難しいのですが、そうい

うことから少しづっ、僕も後継者の息子が小学校

6年生なものですからなかなか難しいのですが、

将来に向けては長期の旅行もしていければなと、

また安定した定休をきちっととっていけるように
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これからもスタッフのみんなといっしょに検討し

ながらやっていきたいと思っております。

【干 場】よろしいでしょうか。その他ございま

せんでしょうか。柏村先生、感想、を。

【相 村】鹿追には常々十勝のなかで、も非常に規

模の大きい酪農経営また畑作経営を見させていた

だいたのですけど、話を聞いてなるほどなと感心

しまして、やっぱりこれだけ規模が大きくなると

おそらく離農した農家の土地を周辺の農家が買っ

て大きくなっていかれたんだと思います。それで

結局は労働過重というかだんだん大変になって、

やはり農家周辺の人口が減っているのではないか

と思うのです。それはやはり雇用を入れることに

よってある程度回していかなければならない、そ

ういう lつの戦略といいますか、規模拡大しなけ

れば新規就農を入れるか、それとも規模拡大して

雇用労働を入れるかの選択かと思いますけど、鹿

追は規模拡大と雇用をやると。これが上手に lつ

のパターンとして成り立てば、また十勝の特徴的

な成功例になるのではないかと思って、楽しみに

見ていたいと思っていますので頑張ってください。

【干 場】その他、ございませんでしょうか。

【会場】鹿追の交換耕作や交換分合によって土

地の利用性を高めるという話がありましたが、交

換分合というのは鹿追町だけでなく北海道のいろ

いろな所で課題になっている問題だと思うのです

が、なぜ鹿追は交換分合を30年も順調に進んでき

たのか。その秘訣というか、これから他の町村が

交換分合を進めていく上でヒントになるようなこ

とがあったら是非教えていただきたいと思います。

【大井】水田地帯は乾地ということで基盤整備

を含めて土地を集約してということですけども、

交換分合というのは、先ほど言いましたように私

の土地と奥秋さんの土地を交換しましようという

ことで、土地を自分の近くにするという事業なん

ですけど、一つはもともと入植したといことで対

する執着心というか、もう lつは山岳だし湿地だ

し生産性が上がらないので一等地だという意識が

昔は少なかったというか、だからある程度自分の

経営効率を考えれば、近くに寄せるということは

十分プラスだということで、先祖伝来の田畑を売っ

てまで記いう意識はたぶん薄かったと思います。

そういう面で、効率性を求めた結果多少点数が違

っても自分の近くにあれば作業しやすい、大型機

械に対応出来るということで、効率性が先に来た

というのが実態ではないかと思います。またこれ

はたぶ~反当りでいけばうちは最高でも 30万ちょ

っとな山ですが、価格的にある程度低いところで

平均化判たということも動きやすかったという現

状があづたと思います。もう Iつは、農家の人は

今 3代目 4代目ですが、昔は俺の土地ここだよと

線を引川て喧嘩したということがあったのかもし

れませ刈が、今はそんなことで経営が良くなるわ

けでは制いので、そういうことを考えれば効率化

を求め可いくというのは時代の流れに沿ってきた

とそのように思います。

やってい|るのかということを非常に明確にしてや

っていら|っしゃることだという風に僕は思ってい

ます。問、農家の人も含めてなんですけど、そう

っ

と

貴計一
いただきま

者の方にもう一蹴手をお願いしたいと思います。
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「北海道畜産学会・北海道草地研究会・北海道家畜管理研究会 2006年度合同シンポジウム

北海道畜産学会・北海道草地研究会・北海道家畜管理研究会

2006年度合同シンポジウム

北海道畜産の将来を考える

本年度は標記の学会・研究会の合同により、「北海道畜産の将来を考える」と題して下記

のとおりシンポジウムを開催した。行政および研究の立場から三名の演者を迎え、北海道

の酪農を取り巻く状況の展望についての講演の後、それに基づく総合討論を行った O ここ

では、当日配布された講演要旨および総合討論の模様をお伝えする。

日時:

2006年12月12日(火)13: 30"-' 17 : 30 

場所:

北海道大学学術交流会館講堂

実行委員長:

岡本全弘(北海道畜産の将来を考える会会長:酪農学園大学)

座長:

干場信司(北海道家畜管理研究会会長:酪農学園大学)

前田善夫(北海道草地研究会会長:北海道立根釧農業試験場)

話題および話題提供者

l.北海道を支える飼料資源飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向

農林水産省生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室長大橋史郎氏

2. i北海道酪農・肉用牛生産近代化計画」策定の背景と目指す方向

北海道農政部食の安全推進局畜産振興課主幹上田泰史氏

3.家畜管理に求められる新しい流れ -EUの動向とOIE基準等-

北海道大学大学院農学研究院教授近藤誠司氏

北海道家畜管理研究会報， 42: 27， 2007年 一 27-



「北海道畜産学会・北海道草地研究会・北海道家畜管理研究会 2006年度合同シンポジウム

北 時支える飼問 飼山町Lこ向問問問

大橋史郎

農林水産省生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室

I 飼料自給率について

I 飼料自給率の推移

2 飼料の需給動向

3 飼料自給率の現状と目標について

4 飼料自給率向上に向けた取組について

( 1 ) 飼料自給率向上特別プロジェク|トについて

( 2) 平成18年度飼料自給率向上に向けた行動計画のポイント

II 自給飼料施策について

l 自給飼料政策の基本的な考え方

2 飼料増産重点施策について

( 1 ) 稲発酵粗飼料の生産・利用の推進

( 2 ) 国産稲わらの飼料利用拡大

( 3 ) 放牧の推進

(4 ) 飼料生産の外部化等の推進

( 5 ) 飼料作物の単収の向上について

国 飼料の安全性確保に係る施策について

食品衛生法におけるポジティプリス卜制度の導入と対応
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1.飼料自給率について

ヰ 飼料自給率の推移ー

大橋史郎

飼料自給率(全畜種)1立、昭和4日年庄のO5.%から世下
してきた古1昭和田年代中ヒ買から積l.flJ傾向で推轄しで

おリ、平成17年度(概算)1d:25%。

2 飼料の需給動向

粗飼料自給率|ま76%(対前年度比1ホ引ント増〉、濃厚
餌料自給率|ま11%(対前年度比同}となる見込み。

3 飼料自給率の現状と目標について

|飼料め種類II利用家畜|
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'斜"圭島圃書量晶書金量偶g .-t

:iti;別刷蜘匂臼田町制闘世.111嶋崎由号明酬明両副拠剛鳴，""-*司U.
!tA権無碍部叫是主.LS;阿・蜘E首ム且Z五時停車J:;瞳禽... .，.~月申珂相官同"-'''=師宅島畠.

v砕:ヘ「附l1li.'附昨冊目、官輔自主，，_e-，由肉割削向山!日明日瞬間・‘ f

1 

国内主産拡大の可能性

国産

100% 

|母国産稲わら7の飼料利用のfi進i
国産 I面支1(平戚16年齢

自立丹ト::_.，_____ _XUlJi.ljン

1圏内総産出宜!声9C庖万トンでてう台S10万九は
すき込み、挽却等ム

骨耕苔連揖|こよる稲発酵粗飼料の

作付拡米

-稲wcs作付面積

善;594採〈平戚何年〕

l@食品躍さの剛山由推進l
-金品賠さ問料{ヒマ二ユ』ア!I，の作戚・リーフ
Lットによる;PR

食品残さ飼科化の取組優良事倒的収集・
提供

・金品産業、生産者等関係者のム的ネット
ワ一つの構築

(飼料金体).24%一一)争 .35%

ハ
凶
U

ワム

2 
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北海道を支える飼料資源ー飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向ー

4 飼料自給率向上に向けた取組ついて
(1) r坦型開給率向上特別プロジェク料」について〈平成1市月叩完足〉

1 賞料農業農村基本計画|こおける飼料自給率日標達成のため、園都道府県民農業者・農業剛志賞品産業事
業者、飼料関悟同佑筈が、有識者の助言を1尋つつ、適切な世割分担町下、ー悼となって、「飼料向給率向卜!こ而
けたi干電11計画(以下「行動計画J)を策F、写i干;占柑する「飼料向給率特~IIブロジェウト|を葬毘ずる。色
2~ 上自己関係者及び有識者を構成置とする「飼料自給率向上戦時会議)l(以下「戦略会議J) において~ r行動計画jの
策室等を行れ聞偶者一体とむづた計画的な取組を推進。¥
3.農林水産省、農業団曲、都道府県警は、「戦時会議」の決定を踏ま見、それぞ.れの菅任と取組方針を確認。
4.H子動計画」の機動的な実行を確保するため、「戦時会議|の下に、自給飼料増産ィ賞品残さの飼料化それぞれ
ぬ目的1;:応じで~闘慌者が~þttなづて専門的見地からの具体的取組を推進する「行動会議Iを定期的1;:開催。

飼料自給率向上戦略会議

のた臥関髄也市出っ市嗣醗策定、新、点検時主主を置ジ l J1."'lI'rl t:l...U"-H ~ i i 1 ・ a 

農業団体戦略議 111 1 齢出糊会議 1 111醐隅戦略会議|

(嗣自話器控室血管F甲部)
鰐臨 11 全国飼料輸動会議く~I耽J 器準法
鴨議 Ir訴時下自問盟諸也嘘和一|時コたリ討議雪量?長

| 全国食品残さ飼相出動会議 | 
(??の下常時臨伊種融〕

ω 附 8年度飼料自給率向上に向IJた行動計画的ント

O粗飼料増産の取組を点から面へ拡大 l

0食品残さ飼料化{エコフィード)の安全世の確保

相飼料増産の取組を点かち面ヘ拡大

l 18年度行動計画'のポイシドー l 
[相飼料増}i

。国産稲わらの仲介.t~旋及び収集の早期}白川む国産稲わらの間ヰ利用の拡大と
かっ重点的な取組 出 1r'¥1 自活1'00%の達成

。稲発酵粗飼料の仲介・斡旋及的乍イ寸拡大11 '}I万稲発酵粗飼料の作付拡大
に向けた早期力1つ重点的な取組 IL，/IIo 7_k曲放牧の取組拡大(肉用牛の増頭JI

O シンホVウム現地検討会の開催を通じた I V I 0 ̂ 材育，成の拡大 H17. H18(目標)

放牧の推進 : : I I 出制王道師 羽名→荒田名
。地域の飼料増産への取組の践となる人材， l. 融自制飼料::t7]:'if，.'_:~'-' 31名→哨

の育成 / ~ コゲチクトアド/何十 3.1名→ ~O名

[主主品残さの飼料;{t¥工コア-←141:の推進] 工h7ィードの安全性の確保

O正日ードの普及圃関係者の理解醸成 I~r o.全国吋掛川竹ム等の開催

。品賞・安全性の確保 11 >1 ~工コ7げ安全性的ドライシの;作成 | 
ILハo全国間な工ーコ7ィ十九資源の発生実態調査の

O 全国的なエコ71~ド資源の発正実態把握 11ハ 円
I Y 1 白施等

ヰ
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民日史橋大

自給飼料施策について

自給飼料政策の基本的な考え方

E 

。:輪王i飼料べむ依存力1~8脱却μ 自信飼料{三立~ínじた安全せ安心な畜産物"の生今産を図ることが:
}重要る
。前料自給率が仮((こ叩%上昇υfこ場合でも:会斜面給率のよ昇("'j:(%._(~止まるわjィ食料自給
率の向よ、ー国土の有効活用、資源循環型畜産め確立の観者から、自給飼料的生産拡太が重要る

圏内ーを生産可能な粗問料を輯

λに怯存し主いては、畜産程
宮から排出されるふん原の適
切な利用|立困難

餅ヰ自給菩初向上

む自給嗣料!こ立脚した安全で安1(... " 
な畜産物の生産を図り、犬家畜
生産を振興することが重要

畜産的利用が可能な固
二tを確保・維持することが、 l

潜在的な白枯草向上対
需となる

。政策の推進方向

。国産稲わらの飼料利用の推進
:窃耕畜連携による水田を活用した稲発酵粗飼料(稲川Cs)句作何対広^
-@申山間1地などにおける耕作放棄地などを活用した放牧の推進;

5 

2 飼料増産重点施策について
(1)稲発酵粗飼料の生産ー利用推進

G 稲琵酵祖飼料〈稲Wë;S)1 まJ、稲作農家|こわては{乍りやす点畜産農家I:tづてlま開制~1直の高い「飼料作
\閥」とい:主転作困方の作イ寸が1普通L、最近I~，-稲作農家部生J岳取確仏畜産農家λ堀冒する亭:lýlj宅増加。

Q 稲wcstミ当いで|言、今後も増加が見込Fまれる戸主ある程度の財政負垣が避けもhないと劫ち、国民ぬ
コシf::('t:iが必要4

相WCA可乍付固とハウス続強全性舎

α活発E手掛司平和f何寸面積の掛妻、

稲wcs作付拡大の課題

及

大

大
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尭
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斑
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量
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L 1:"'__'_~ __ ..... 〆智雄也・一時過j

E""""'"'圃・""""直悩圃E唱-、 ~U岨・・E胃.，.主_::1層圏転作作物を作付け乱畦此司咽的活用

G同整水田:・自己管理水田の合計}
112干益

自走式専用ロールベーラーの利用も増加
稲WCSをめぐ・るトピッQ

0新品種。詰wcs専用}の開発

16年度2品種f夢effiおぱ、こシアオ/り

1.7年度2品種{パ:こa5(T-s!-j'， 1) '-:ヲス:$!~)

D自走式専用口~)レベ」ラロコ導入

17年度までの導入実描113古
ラツピツタサイLージ
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北海道を支える飼料資源一飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向一

資料 ，'..1+北畠寄生息層調f(.

金鍾軍用幅制覇師推移"---- ，'(車問トフr
s;分

需飼@要料量1 空稲産@ね量ら 吐飼息料葺
標 自@給，/@繋

輯λ量

組昭F 和11田2昌聾年年年達産度E 
JT1z13目a52別5n喧叩46;4h列l1189E31車3日45E1由立qE7 : -ーT可市1Lm1:」.号町盈1凹6凹F4崎車E51事吾TE6耐属首BE醐蝿fHfr-一晶l-一9画8E9面自g5E1E主E成EW邸0甜百両再 日 1--fEEIa羽48E E 1 

~守司主指碍砕年壷謹甚
f 』 f1f周JEJ9f日囲 守守耳681目7E面1r4T 、 '_向f1t7l9 E 

品購端組事量
:臼(jô~)

2005年7月17日
200u年3ili日
'，~帥6~年lfI:27日

温 20，06拝5丹29日
2006年6月19日
~，~副長年8ft"咽

ーエ 4た与ー
~…山2005王手ず月末
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大橋史郎

放牧マクブ
胸用牛の肱牧面積}.

~ 

O向用キの怯牧|こついて〈公共牧場を除く・ 16年度理報f直〉
戸数 面積J うち純作放棄地野草地、林地

・轄班芋 3，436戸 18干ha JO干ha'(dtl6害1]).
']E.膏牛 227戸 7千ha 、0，1千ha
計 3 ， ~'63戸 25干ha 10=千ha

f対15年摩・千 175戸 +， 1平h，:'!)

9 

-耕作肱東地 (17年度〉
38百拭

うち農軍所有、

22万銃「回 目万~t
l畑 10方拭

L ~討園地 3方読
i主1田・畑寺町7内訳|ま2口口口年センサス

のチータ但む05年セシサスlま集計中)

-来利用的野草地?紳士世
39百鋸

正|時撒M ツト
単位:抽 10珂育管理性司料生産労働の削油

。賭λ飼料曹の削j高
。牛の健属I首選
q軒生曹の削溝、繁殖同績の向上〉

O耕作肱草地の解消、長利用地利用
。イノジジ害筈の防止

{:4)飼料生産の外部化等の推進について

|コケトラウター|
ヨ飼重量規模拡2てや高酎1':じり堪展 1;こよ骨宣言l特Z瞳'5.51副力不足に対応す{;jT;，己臥嗣料主産相置やりコ:.'t~ラヲヲー!こ~1む;
労働負担の軽減及u飼料生産作業の効率化・イ'g~:7~1ヒ在促進することが重要。
弓コジド同型ー組織教は増却レでい高間町、地撞的な漏り批海道と到j'NマB割以よ〕や共同作業的な組織にとど i
まっている例も散見o

3 今後I'~;:~地唖出飼料生産白中殺を担ラコンドラウ3ーや生産きれた粗飼料を主体主じた.ttv1l:H完全配舌飼料3を畜;;
産主主管1;-借拾ず五下酌前TI'¥ItRセシターの育成を推進。 1

oョンドラク女ーの概要(全国) (形態月1]組織数(fj16) 作業別受託面積(Hi6)
益-fi15ーJ哩5左往B

9年度 → 1-6年度

組織故 l22. 生旦旦

手l開農家数日， 020

受託面積 38干ha'
〈問料収稽作業〉

{うち北海道). {29千ha}

|T山センヲー|

o TMR(祖飼料、濃厚飼料、ミネラル、ピ担ミン、添

加物等を混ぜ合わせ、必要な栄養棄をすべて含ん
だ混合嗣料1を詞製じ畜産経営I~供給する施設一

歩O 北海道を中心に組織教が増加。
15年度 17年度(速報)

組織数 34 → 49 
(うち~tì'ij道): (7) (20) 

I ™噌E宰:17%(個別闘を含む:16年度) I 
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北海道を支える飼料資源ー飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向ー

3，';北海道:3，:.6t1lQa，，:都府県:4:~9V1 日:司}

。このため、今後は、

-単収の高い優良品種の開発やi啓発活動による慢良品種の生
産現場への普Rと栽培管理の徹底

-草地更新事業等を活用した適切t
.膏メIl~)ドウモロコヶのロールペーj
発された「細断型ローJレペーーラーJ
ジ由作付の拡大
. f憂良品種の育成・利用!とよる作付可能地の拡大
等1;:積極的に取り組む必要d

(kg/l日祖j._ 
草地更新まTの程過年蝕

~S 

τ~ 年

長件|芯よるが、最高間宣の回一7口矧=なる1口
。年程度で更新亨るこ!::が適当。これによそよ 1，:21宮

が可能+

恨訓(北海道〕に紅可も詰培が可能な極早生の
脊刈ゆウモロコシの品種w:ぴりかJ(17年度命名
壷緑〕を開尭

E 

これまでの規制

従来ょ農葉、飼料請加物及び動物用医聾
品l主食品中の残留基準が定められたもの|ご

つい-C:ld:， ?i重留基準を超えて動物匡聾品筈

が醒留する食品の販売筈が禁止される一方
で，.?i書留基準ti，定めらhでいないもの(抗

!菌性物質以外)I::::::?いては、残留七ていで

も販売等の規制か行われてこなかった。

2 ポジティブリスト制の導入
平成 '.6年5月に食品衛生法が悶Eさh、

厚生労働大臣が指定する物質〈対重県外物

賀〉在除ζ全ての動物用匡襲品筈は人の悟
屈を損なうおそれのない畳 (~f童基準〉在

超えて暗留してはならず、その例外として

P書留基準が定められたものについては、こ
れを超えて残留し.ではならないとされる制

度〈米:;:7'，ィゴリスト申1])が平成 18年 5
月29日ロ導入ーされるこtとなっだ。

3 農林水産省の取組
農林水産省とじては、これに対応iし、食

品中のP書留基準に整合性を持コた、、白料中

の農薬害の残留基準の詰定や動物用医薬品
の慣用基準を設定することと Lでいる。
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11 

2配合の基準的問E予定{省令〉

自配合の使用基準詰定予定〈省令〉

12 

A
斗
4

q
J
 



大橋史郎

飼料の農薬の残留基準について

省令で定める基準

13 

〈参考}

自司罪削F

r心一。G平成1悶8包‘年年年年;5月月2泊9日泊
残留!雪ず1苔る主輩量品の販亮等原員則IJ禁止すオ味る責貴剛.1リIJ度)，拍;が力が1施行さず約t;，t'o'

14 
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「北海道畜産学会・北海道草地研究会・北海道家畜管理研究会 2006年度合同シンポジウム

「北海道酪農・肉用牛生産近代化計画JI策定の背景と目指す方向

上 田 泰 史(北海道農政部食の安全推進局畜産振興課)

1.北海道酪農・肉用牛生産の現状及び課題

本道の酪農・肉用牛生産は、食生活の多様化等

による需要の拡大と恵まれた土地資源を背景に順

調な発展を遂げ、我が国最大の畜産物の生産・供

給基地として、また本道農業の基幹部門として、

地域経済を支える基幹産業に成長してきた。

しかし、酪農・肉用牛生産の規模拡大等により

畜産経営における労働過重や労働力不足の問題が

顕在化する中、経営主の高齢化や後継者不足など

により農家戸数が年々減少を続けており、労働環

境の改善や新規参入の促進を通じた担い手の確保

などが課題となっている。

また、担い手の高齢化、労働力不足、経営規模

拡大などにより、飼料作付面積が伸び悩むととも

に、家畜排せつ物の自己経営内・地域内における

活用が困難となりつつある中、経営体質の強化、

畜産環境問題への対応及び、食料-自給率向上の観点

から、自給飼料基盤に立脚した経営体の育成を図

り、資源循環型の酪農・肉用牛生産を進めること

が重要な課題となっている口

さらに、近年のBSEや食品の不正表示問題の

発生などを契機として、食品の安全・安心に対す

る消費者の関心がかつてないほど高まっており、

消費者への的確な情報提供、生産・加工・流通の

各段階におけるリスク管理の徹底等により、消費

者の求める安全な畜産物を生産・供給することが

1 
}育
iす
'_h 

? 
肉

屋lt

i 
l 

本
校

る資源循環型酪農・畜産の確立

・家族経営を中心に据えた人と家畜と環境にや

さUい生産構造の確立

・消費者に信頼される安全・安心で良質な畜産

物件供給

3 基ポ的な推進方策

.自総飼料基盤に立脚した畜産経営の育成

・畜産物lこ係る安全安心の確保及び食育の推進

.家畜排せつ物の適正な管理と利用の促進

-飼養管理技術の向上等の推進

・多様な経営体の育成、担い手の育成・確保

.道産|畜産物の需要及び、販路の拡大

求められている。 4 主なl目標数値

このような現状及び課題を踏まえ、「北海道酪

農・肉用牛生産近代化計画」においては、本道の

恵まれた自給飼料基盤を十分に活用した酪農・肉

用牛生産を基本とし、畜産物に係る安全・安心の

確保、家畜排せつ物の適正な管理と利用の促進、

飼養管理技術の向上・高度化等によるコスト低減、 農・畜産カ]i抱えている諸課題が解決された場合に、
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実現可能な目標として設定。

ア飼料

飼料作物 10 a当たり 飼料 粗飼料

区 分 作付面積 生産 量 自給率 自給率

千ha (%) (%) 

現在(15年度) 610. 7 3. 3 8 5 6 9 6 

目標(27年度) 646. 5 4. 1 7 6 6 100 

イ 生乳生産量及び乳牛

総頭数 経産牛l頭当たり 生地産量|

区 分 う ち経産牛 年間搾乳量

千頭 千頭 kg 万t

現在(15年度) 864 497 7，73 0 386 

目標(27年度) 937 560 8， 600 482 

ウ肉用牛

総頭数

区 分 肉専用種 乳 用 種

千頭 千頭 千頭

現在(15年度) 447 124 323 

目標(27年度) 688 215 473 
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「家畜管理に求められる新しい流れ」 EUの動向とOIEの方向

近 藤誠 司(北海道大学大学院農学研究院)

1.英国・ EUにおける動物愛護と家畜福祉の歴史 「寝ころぶ自由」、「起きあがる自由」、「体を回す

英国および欧州における動物愛護の法令は、英 自由」、「脚を伸ばす自由Ji体を掻く自由」で、ある D

国を例にとると既に1822年のRichardMartin法 きら件、こうした社会的潮流を受けて、英国の

によって定められている。これは牛に対する残虐 1968年の農業法で、は、「農地で飼養されるあらゆる

と不当な扱いを防ぐ目的で制定されたもので、同 家畜の福祉の保護」を定めている。これらには以

年動物虐待防止協会の設立と同時で、ある(同協会 下の10項目が含まれている。

は1832年に王立: RSPCA)。英国では動物保護 ①安寧と保護

法 (AnimalProtection of Animal Acts)が ②完全な健康と活力を保証する新鮮な水と飼

1911年に定められ、以後9回の改正を経ている。 料 | 

この法律では、虐待、不必要な苦痛、動物同士の ③動きの自由

闘争・いじめの関与、理不尽な有毒物質・有害物 ④他個体、特に同種他個体との同居

質の投与、不適切かっ非人道的な手術、因われた

動物および処理して放した動物のハンテイングが

違法とされている。 1925年から1977年の聞に、こ

の法律の適応範囲は、対象に芸をする動物、愛玩

動物、闘鶏、乗馬、イヌの繁殖・販売、動物の遺

棄、動物の宿泊、蹄鉄工、繋留法にまで、広がって

し亙る。

こうした愛護に対して、いわゆる家畜福祉とい ⑩出荷、必須機器の故障および、飼料の途絶に対

う概念が英国および欧州で誕生したのは、 1964年 する緊!急対策

に出版されたルース・ハリソン女史の著書「アニ こうした農業法の精神を受けて、その後1990年か

マル・マシーン」が広く読まれた結果である。彼 ら2003年|まで、の聞に、さらに市場関係や輸送関係、

女の著書は近代畜産における集約生産の問題点を および、屠楊における福祉など様々な規則が定めら

鋭く論評し、濃厚飼料多給や薬剤投与による局所 れている↓

的短期的な生産増を狙うシステム、さらにこう 欧州諸国でも英国と歩調を合わせるように、も

したシステムが家畜に与えるストレスの問題点を

追求した。この I冊の本は英国で、社会問題にまで

発展し、同年英国政府はノースウエールズ大学の

プランベル教授を中心に、集約畜産における家畜

福祉を論ず、る委員会を作った。いわゆるプランベ

ル委員会である。プランベル委員会は翌1965年、

いわゆるプランベルレポートを答申し、家畜に対

する 5つの自由を確保すべしとした。すなわち、

しくはさ|らにラデイカルな法律が定められたが、

1992年EWとして15カ国が連合して以降、家畜福

祉に関する法規もEUとして歩調をそろえている。

EU連携の基本となる1995年のアムステルダム条

約では、家畜福祉に対する配慮が盛り込まれてい

る。

例えばJ産卵鶏については1968年にその保護が

定められj1999年にはケージ面積自体が規制を受
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けるようになった。さらに、 2003年には非エンリ

ッチ・ケージの新設・改築が禁止されている。我

が国でごく一般的に見られるバタリーケージによ

る産卵鶏飼養システムはもう新設・改築もできな

い。 2012年にはすべての従来型ケージはその使用

が禁止きれる。エンリッチ・ケージは、 l羽あた

りの床面積が750平方メートル以上とし、巣、敷き

料、止まり木の設置が義務づけられている。

一方、プタでは1991年にその保護が打ち出され、

2001年には成雌豚の繋留の禁止、床面積の規制が

法令化されている。さらに2003年には年間を通じ

て繋いで、飼ったり、狭いところに閉じこめて飼う

施設の新設や改築が禁止された。この時、床面積

やスノコの間隔なども雌雄や月齢ごとに細かく定

められ、 20日年にはこうした規則をクリアした施

設でないとプタを飼うことは全面的に禁止される

ことになっている。

牛の飼養方式については、従来からヴィール子

牛の生産方式が家畜福祉上で問題とされてきた。

ヴィール子牛とは出生後乳汁のみで飼育し屠殺出

荷する子牛で欧米では根強い人気のある食肉であ

る。非常に狭いストールで、繋ぎ飼いされ、乳汁な

ど液状飼料を与えられるが、下痢や肺炎で死亡す

る個体も多い。

EUでは1998年以降、 8週齢以上の肉用子午の

閉鎖型単飼ぺンの新築・改築が禁止され、さらに

2006年以降はすべての施設に適用される。床面積

などが細かく規定され、 8週齢以前は隣の子牛が

見えるよう、またそれ以降は必ず群飼するように

定められる。

2. EUにおける家畜福祉活動の展開とWTO

産卵鶏、ブ夕、子牛を例にとり概説したように、

EUでは 90年代以降、家畜福祉に関する配慮か

ら、家畜の飼養については事細かに規則が定めら

れてきた。そして、このことは生産費の上昇に跳

ね返って来ている。生産費の上昇は当然畜産物価

格の上昇に直結する。生産費の上昇がEUにもた

らすもののうち、最もおおきな問題は畜産物の国

際競争力の低下である。すなわち、こうした高い

福祉基準の導入を強いられているEU諸国などで

は、より進んだ福祉政策の下で生産物コストは上

昇し、より低い福祉基準を持つ国からの輸入品に

対して不利になる口

家畜福祉活動について、 EU自体はさらに2006

年 l月に iEU動物福祉5カ年行動計画2006年

2010年」を開始し、一層家畜福祉活動を強化して

いる。また政策的にも共通農業政策として直接支

払制度の中に家畜福祉直接支払いを導入すること

になった。

従来、 EUでは、例えば鶏卵の様な物価弾性値

が高い生産物などは消費者自体が家畜福祉に高い

関心を持ち、バタリーケージより平飼いで生産さ

れた鶏卵を好む傾向を持つなら、実際の農家の収

入には大きな影響はないと試算されている。とこ

ろが、 EU加盟国が25カ国に拡大したこともあり、

加盟国間の家畜福祉に関する意識の温度差が明ら

かになり、さらに農業者と消費者のコンセンサス

が十分とれてはいない現状も浮かび上がってきた口

実際には国際競争力の低下による農業経営の波状

とそれによる農村の疲弊が指摘され始めている。

一方国際的には、貿易自由化を目指している

WTO (世界貿易機関)は、現時点で輸入品が動

物保護法もしくは環境保護法に従わなければなら

ないとは規定してはいない。ニの点について、

CIWF (Compassion of Wor1d Farming. EU 

の家畜福祉団体の一つ)はEU諸国のWTOに対す

る不満を以下のように表現している。すなわち;

1) WTOは家畜福祉の領域で輸入品を規制して

いない。すなわち、輸入農産物が (EUでは

法制化している)動物保護法または環境保護

法に従わなければならないとはしていない。

2) EUとその同盟国はより高い福祉基準を導入

してきた。また現実には導入を強いられてき
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た。したがって、より進んだ、福祉生産物のコ

ストは上昇し、結果的にEUより低い福祉基

準により生産を行っている国・地域からの輸

入に対して、競争的に不利になっている

3 )もし、 WTOが世界的な自由貿易を推進し、

農業生産物に関する規制を撤廃する中で、上

記 1)の原則を押し通すなら、

・より高い福祉基準を持つ生産者、また促進

したい生産者、すなわちEU区域内の生産者

にとっては不利益

・同時により高い福祉基準で生産された家畜

生産物を望む消費者にも不利益

・今後、 (EUのような)高度な福祉基準を導

入したいグループ、もしくは国にとって不利

益

という結果が招かれようとするものだ。

EU同盟国ではそこで家畜福祉について、 wro
が非貿易的関心事項、いわゆるグリーンボックス

(政府の環境保護支払いと限定された生産に関連

した特別の条項)として認めるよう、 2000年から

働きかけている。実際にはこれは実現していない

が、 EUでは2004年から 5カ年計画で、Welfare

Quality Projectを走らせ、多方面での家畜福祉

に関する研究をプロンプトする中で、家畜福祉を

高度化していくためにかかる福祉コストの資産に

関する研究を行っている。これは明らかに家畜福

祉のエキストラコストを計算することにより、

EUの家畜福祉コストをグリーンボックスの定義

に当てはめ、支払いを認めさせようとする戦略で

あろう。

EUが画策した家畜福祉関係の対国際競争力戦

略の行動の今一つは、 OIEへの働きかけである。

3.家畜福祉とOIEのガイドライン

EU関係諸国は、この問題に対処すべく家畜福

祉の国際基準を設けるべきだとして、「動物の健康

と福祉の問には重大な関連性がある」ことから国

際獣疫事務局 (OIE : Organisation 

Intern司tionaldes Epizooties)が動物福祉の国

際的な宇導機関として働くべきだと2000年から運

動を開始した。 OIEはパリに本部を持ち、世界173

カ国が加盟している (2006年5月現在)国際的な獣

医防疫機関である。加盟国は通常、政府の主任獣

医官 (qhiefVeterinary Officer : CVO)を代

表とし寸派遣することになっており、我が国も当

然農林水産省が獣医官を派遣している。 OIEは結

局「動物福祉の原則に関する指針」を打ち出して

いるが、|我が国の関係各所および獣医関係者の反

応は、こ|の動きに対して非常に鈍感な反応であっ

た 。 |

2004年5月のOIE総会(第72回)では、「動物福

祉の原則に関する指針」が採択された。これは 8

項目から|なり、第 Iとしては上述の「動物の健康

と福祉引間には重大な関連性がある」から始まり、

「国際附に認知されている 5つの自由」、「実験動

物に関|する指針(3つの R、すなわち

Replac~ment， Reduction， Refinelnent) J、「動

物福祉に関する科学的評価」、「動物の利用の意義

(動物の利用は人類の幸福に寄与している)J、「動

物を利用する上で実行可能な範囲での最大限、動

物の福祉ま保証きれる様な倫理上の責任」、「福祉

自体が生隊出す経済性」、「システムよりもその結

果が福祉基準やガイドラインの基本」等々が示さ

れているド動物福祉問題に対してOIEが関与する

動物は、いわゆる農用家畜(養殖漁業も含む)、伴

侶動物、研究・試験・教育用の動物、サーカス・

動物園の展示動物やレクレーション・娯楽に使用

される動物で、特に農業や養殖漁業に使用される

動物を優先的に扱うとしている。
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いてなされている。また同年8月から2010年まで、

さらに「飼育舎」と「飼育管理」における家畜福

祉基準が検討されている。これは今後我が国の家

畜産業にもおおきな影響を及ぼす可能性がある。

さらに2006年5月のOIE総会で、は水棲動物である

「魚の福祉ガイドライン」原案が提案され、 2007

年総会には採決に持ち込みたいと画策している。

なお現在EUの福祉関係者は、 EUの家畜福祉の経

済問題と一連のOIEのガイドライン策定などの動

きとは無関係であるというポーズをとり続けてい

る。

1980年代の後半から、我が国では主に家畜行動

学者によって家畜福祉が解説され、世界的な潮流

の中で我々は否応なく福祉基準を検討せざるをえ

ないだろうと提唱されて来ている。さらに我が国

の家畜福祉の概念は、西欧とは異なったアジア人

独特の動物観を踏まえるべきだという議論を呼び、

その中で日本型(東洋型)家畜福祉とでもいうべ

き基準を検討する必要があると考えられ始めてき

た。

一方、 EUの家畜福祉のコンセプトはグローパ

リゼーションの波の中で、既に経済戦争の様相を

帯び始めている。また、 EUでは生産者と消費者

を結ぶ家畜福祉のあるべき姿は市場経済の力によ

って推進していく傾向を帯びており、経済戦争の

姿をますます強めているといえる。

我が国の関係機関が無関心のまま等閑視して

きたOIEの決定は、我が国の家畜生産現場に影響

を及ぼす恐れは大きい。我々は、従来から唱えら

れてきた家畜福祉の本質である本来的な「虐待の

防止」と「安全・安心」の家畜生産を追究するこ

とは今後も続けていかねばならない。しかしなが

ら、家畜福祉のグローパリゼーションの後ろに経

済戦争の影がさしていることも留意すべきであろ

つ。
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総合討論

座長(酪農大:干場氏):それでは総合討論に入ら

せていだきたいと思います。 3題、 3人の方にお話

をしていただいたのですが、最初のお二人のお話

と近藤先生のお話は、共通点は当然あるのですが、

最初のお二人は行政的な方針、考え方についての

お話であったかと思います。それで国の考え方、

もちろん北海道とも関係してくるわけですけれど

も、北海道の問題としてもどういうふうに考えて

いくかというお話だったと思います。お二人のお

話と近藤先生のお話をちょっと分けさせていただ

きまして、まずは行政として、国として、あるい

は道として、どういうふうに北海道の畜産を考え

ていこうとしているのかというところに対しまし

ての、議論をさせていただきたいと思います。最

初に、先ほどご質問がありました、酪総研の土井

先生のほうからのご質問のところから入らせてい

ただきたいと思います。土井先生のご質問は、考

え方と数値目標が第5次酪肉近、国で出したもの、

あるいは道のほうで、 l年遅れで今年の3月に出し

たものはどのようなものか、数値目標が果たして

適正な目標となっているのだろうかというような

お話だったかと思うのですね。この辺につきまし

ては、僕の個人的な話なのですが、農業・農村審

議会の畜産部会のほうを担当させていただいて、

かなり議論をしたところではあるのですが、 100

万トンを北海道が、 10年後増産しますよという方

針は、北海道だけで決めていることではなくて、

国のほうからの割り当てという意味でもあったか

と思います。その辺で、これはいろいろな難しい

問題が含まれているとは思いますけれども、大橋

さんのほうからその辺の動きをお話しいただけれ

ばと思ります。よろしくお願いいたします。

大橋氏(農林水産省):私がこの問題をすべてお答

えでき司かどうか自信はございませんが、私の知

ってい司限りのことでお答えするとすれば、確か

に先ほ討のご意見がありましたように、過去の趨

勢から貝て、この目標数値を導き出そうとしても、

まずそ料は不可能だろうと思います。数学的にも

あり得おい世界だと思います。ただ、要は何のた

めに我伺は、この数字をいわゆる行政の目標値と

して皆劃んにお示ししているのかという、おそら

くそれ同答えが隠されているのだと思います。そ

ういう意味で申しますと、例えば食料自給率を現

行の40%1から45%に引き上げる。これはもうそれ

だけでも|、かなり下向きのベクトルを上向きに戻

すわけで「すから、ものすごいポテンシャルが必要

になるわけです。だから、なまじっかなことをや

っていて崎達成は不可能で、ありますD だとすれば

どうするゆかというと、それはもう関係者の方々

が最大限際力して取り組んでいただいて、その結

果、本当にぎりぎりなのですが、実現可能なとこ

ろとして設定するとこういう数字になりますよと

いうのがド基本的に現行の酪肉近、あるいはもっ

とはっきゅ言いますと、農業・農村基本計画、も

っとはっ官り言いますと、今回の基本計画以前、 2

つぐらい前からの基本計画あたりから、いわゆる

ここに書いてある目標数値といいますのは、基本

喪 L_弓た広中、点広-1;.いろ扮~~、け ri" ~ 

て、単純民そういった分析した数字ではなくて、

あくまで応生産努力目標ですよということで、示

させていただいているとご理解いただくのが一番、

私はそれが答えだろうと思っているのです。です
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から正直に言いますと、確かに先ほど先生がご指

摘されたように、これだけ本当に粗飼料を食わせ

たときに、これだけの乳量が確保できるのかとか

ですね、いろいろな問題が今は疑問として起こっ

てしかるべきだと思います。ですが、我々としま

しては少なくても、現行は、家畜改良は今の飼料

の給与体系に沿った考え方で改良目標を定めてい

るのですが、実は酪肉基本方針を作ると同時に、

家畜の改良増殖目標も定めておりまして、その中

ではいわゆるキ且飼料多給型の家畜改良目標という

世界も導入しています。従って今のままでは絶対

に達成は不可能ですけれども、いわゆる家畜改良

と飼料生産が相まれば、ここまではぎりぎり可能

でしょうねと。もっとはっきり言いますと、そこ

はもう政策的にここまで何とかしたいですという、

ある意味、農政を担当する人間の悲痛な叫びと言

ったら変な言い方なのですが、要はそういう数字

なのです。もうお気付きだと思いますが、例えば

粗倉司料だって100%という目標を示しております。

これだって正直に言いまして、l本たりとも牧草を

海外から輸入しないということですから、こんな

ことが本当にできるのかと。私が行った先々で当

然そういった声はありますけれども、これはあく

までも努力目標なのです。それは輸入したら、み

んなからパッシングを受けるとかそういう話を言

っているのじゃござ、いません。あくまでも粗飼料、

いわゆる家畜が食べるそういった繊維質が多く含

まれているもの、あるいは日本でもまだまだ生産

可能なものとして作ることができうるものである

ならば、そういったものをイ乍りましようというこ

とです。そういった、今、遊休している農地を使

ってキ且飼料生産をしましようと。一生懸命それを

作れば100%達成は可能ですよと。可能か不可能か

という意味では、可能ですよという意味で、粗飼

料100%という目標を出しています。濃厚飼料も然

りです。これも粕類とか何らかの現状を見ますれ

ば、少しj努力すればそこまでは達成可能だろうと。

だから餌の自給率は、基本的には35%となります

ね。その自給率の世界ではそういった話があるわ

けです。それから、この席で言うのが妥当かどう

かは分かりませんけれども、先ほど申しましたよ

うに畜産物の生産といいますのは、我が国のカロ

リーベースの食料自給率から見ますと、あまりプ

ラスの方向には働きません。いわゆる自給率がこ

れだけ、もっとはっきり言いますと、海外からの

輸入穀物に頼っている中小家畜がいる分、絶対そ

れは、例えば1ha米の作付けを増やしたのと、 1ha

飼料作物の作付けを増やす、あるいは家畜の頭数

を増やしたのとどっちが効くかというと、それは

米の生産を増やしたほうが自給率には効くわけで

す。だけれども、そうは言っても畜産物というの

は、圏内で作っていく必要があるでしょう、それ

は、国民への安定した食料供給という意味では、

当然、農林水産省が果たすべき役割でしょうと。

そのときには極力国民には、安全で安心な国産の

ものを食べていただきたいということで、そこに

ついても自給率目標をそれぞれ設定しているわけ

ですね。従って、この北海道の目標なり、全国目

標でも同じことなのですけれども、結局その中で

特に牛肉は今後とも伸びますね、ということでそ

れで増やしています。それから牛乳は確かに今後

大幅に伸びるとは思えませんが、そうはいつでも

あまり減産型のことを目標として示すのはいかが

なものかということもございまして、ある程度の

増産するものとして一応示せていただいています。

ちょっと言葉足らずかも知れませんがそういうこ

となのだと思うのです。

座長:ありがとうごさ、います。今、大橋さんのほ

うからお話をいただいて、道のほうの、先ほど上

回さんのご質問のときにもちょっとお話をされま

したけれども、そのほか何か追加されることがあ

りましたらお願いします。

上田氏(道庁):私のほうからは、やはり食料自給

率の向上ということで、北海道が期待されている
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部分が非常に大きいものですから、生乳生産も伸

ばしていますし、飼料自給率も掲げております。

なぜ、畜産なのかという話があると思うのですけ

れども、国が示している望ましい食料消費の姿で、

l人当たり平成15年度と平成27年度と、消費が伸び

て望ましい食料消費の姿、まだ伸びる余地がある

というは、牛乳、乳製品だったりとか、牛肉だっ

たりしているわけなのですよね。

つまりそういった食料消費の望ましい姿を踏ま

えて、この品目の消費は伸びるから、そこの部分

を、国産を増やしていこうという考え方に立って、

国のほうでもたぶん数字を作られていますし、北

海道もそれを踏まえて数字を作っているというこ

とでございます。言い換えれば、まだまだ乳製品

と牛肉は伸ばせる余地がある品目なのかなと私と

しては考えております。

座長:ありがとうございました。今、お二人の方

からお話をしていただいたのですが、ご質問され

た土井先生のほうではいかがでしょうか。

土井氏(酪総研):中央政府、地方政府のお考えに

なっていることは、今のお話でよく分かりました

し、数値目標を出すということも分かるのですね。

私は一時期、総合政策学部というところに席を置

いて、政策立案とそのチェックといったようなこ

との専門家の話を聞くことがしばしばあって、半

分納得して半分納得できないかったわけです。そ

れは10年後の数値目標を設定して、すべての政策

について工程表を設けて、毎年毎年それを見直し

て、欠点をチェックして先ヘ進みましようという、

これからそういう政策の時代なのだと言われても、

食料生産の政策ってそう簡単にいくはずないとい

う意味で納得できませんということを、政策学の

専門家には申し上げているのですけれども、まさ

にそういうことだと思うのです。 45%の自給率を

描いて、そのためにはこういう政策を取るべきだ

とやっていくと、数値目標が甚だ実現困難なもの

になって、それを毎年、工程でチェックしたら、

うーん、|この政策はうまくいかないねなんていう、

最初かりできもしない数値を上げて、うまくいか

ないねなんてやるのは、そもそもナンセンスじゃ

ないかと、そういう疑問を私は持っているのです。

北海道寸将来、乳牛が100万頭増えるなんて本当か

ねという、l頭当たりの乳量がそんなにこれからも

増えるのかなとか、いろいろ疑問が出てまいりま

す。まあ、でも分かりました、政策というのはそ

んなもので、その範囲で受け止めればよろしいの

かという|ことですが、現実はそんなに、政策で努

力目標、|夢を描くのは、ある意味では結構です。

けれど到、幻想を私たちに振りまかないでいただ

きたい制いうような気もいたします。なかなか現

実は厳引いということですね、以上です。どうも

ありがEうございました。

大橋氏川今のお言葉で、実は一番苦労しているの

は我々でございまして。毎年毎年、成果を出せと

言われ劃して、じゃあ、作付面積が伸びるのかと

いいま引と、逆に減っております。じゃあ、お前

ら1年間何をしてきたのだと。何をしてきたのだと

言われま|しても、我々は精いっぱい、これは言い

訳ですか|らあまり言いませんけれども、そういう

意味で非常に苦しい立場に自らを追いやっている

ことも事庚です。ただ先生、今のお話で幻想、とい

う言葉を〉使いになりましたが、幻想という言葉

だけはちはっと、我々の考え、意図するところと

は異なる同ニュアンスの表現だろうと思います。あ

くまでも十生産努力目標だということで、捉えて

ただけ仇ばと。少なくともそれに向かつて

のだといゆ、関係者の一致団結した心がないと、

とてもそにには到達しませんし、そっちの方向に

ベクトルが向かうことすらできないでしょうとい

う気持ち主、込められているものだと、ご理解いた

だきたいほこ思います。

座長:今にの議論に関して、どなたかご意見とい

う方はいらっしゃいますでしょうか口よろしいで

しょうかJ上回さんの後半のスライドにもありま

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -44-



したように、数値目標は確かにあるのだけども、

それがある条件でクリアできたらという条件付き

で、じゃあ、こういう方向に向かおうというとこ

ろに関しましては、第5次酪肉近のある意味では思

想という点では、非常にいい考え方、特に北海道

の現状を踏まえたものになっているのじゃないか

なという感じはしておりますけれども、いかがで

しょうか。この問題につきましては。それでは、

一応先ほどのご質問に関連したこととしましては、

そこで切らせていただきまして、あとそのほかに

行政の考え方に対しまして、ご質問やご意見がご

ざいましたら出していただければと思います。

寵田氏:所属はございません。寵田と申します。

先ほどの議論とたぶん関連するのでしょうけれど

も、放牧ということの記述についてなんですが、

大橋きんからお話のあった、府県の中山間地と耕

作放棄地を草地なり何なりにして放牧を盛んにす

るというのは、大変結構なことだと思います。と

ころが、北海道ではかなり広い放牧地があるにも

関わらず、放牧が、私の現役時代、昔の何十年か

前に比べたら極めて減っているというふうに思う

のです。その減るには減る理由があったのだろう

と思うのですよ。その辺も専門家から教えてもら

えれば幸いなのですが、たぶんそれは乳量を増や

すために濃厚飼料をたくさんやるということだろ

うと思うのです。l戸の農家でたくさん乳を搾って

たくさんの収入がないとやっていけないから、放

牧なんかやってられないと、多少飼料に金を掛け

てもエサをいっぱいやって、いっぱい搾ったほう

がいいということだろうと私は推測しているので

すけれども。それをそうでない形、例えば極端な

ことを言えば、乳量が減ってもいいから手間をか

けないで放牧にしようということに果たしてなる

のかどうかという、努力目標だけで、今、そうい

うふうに済ますような話でしたけれども、その辺

を、これどなたに聞けばいいのか分かりませんけ

れどもね。私は獣医師なものですから、いわゆる

共済の死廃率とか、事故率というのに興味がある

のですけれども、粗飼料多給型の酪農と、濃厚飼

料多給型の酪農では事故率が完全に違います。こ

れは濃厚多給ですと、特にいわゆる生産病といわ

れる、まあ乳房炎は管理との関係があるのであれ

ですが、粗飼料多給型ではぐっと下がります。そ

う言うわけで、私の専門領域から言えば、なるべ

く濃厚飼料をやらないで、粗飼料をやって乳を搾

ったほうがいいよという話になるのですけれども。

そうならない理由があるのでしょうから、それを

どうしたら放牧を増やす、そういう方法が具体的

にあるのかどうかということをどなたからかお聞

きしたい。

座長:ありがとうございました。今、龍田さんが

おっしゃったことに関連してご意見、ご質問、フ

ロアのほうからございませんでしょうか。よろし

いでしょうか。それでは上田さんのほうから。

上田氏:放牧なのですが、たぶん私では足りない

部分があるので、後で大橋室長のほうから補足し

ていただきたいと思うのですけれども、やはり放

牧は、先ほどの説明のときに話しましたけれども、

昔よく農家の方はやっていたけれど、どうしても

糞尿で収穫できない部分があって生産性が、落ちる

ので、効率的に草を取りたいから放牧をやめて舎

飼いにする。それで、やはりアメリカ的な飼育技

術というのが、北海道で浸透した結果なのかなと

思います。さらに情勢的に言えば、プール乳価が

まだ高かったのじゃないかと思うのです。ですか

らある程度プール乳価が高ければ、飼料費を掛け

ても差額がありますから、ぺイできるような状況

に昔はなっていたのかなじただ今は、先ほど言

いましたようにプール乳価が75円で、さっきの話

で生産費が67円ぐらいですから、プール乳価はも

う今後、そんなに上がることはなくて、横ばい、

もしくは下がる傾向にあって、どうやって所得を

確保していこうか、つまりコストを下げなきゃい

けないし、さらに言えば、昔以上に環境問題がう
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るきくなって糞尿処理も大変だと。またさらに言

えば、昔の粗放牧ではなくて、このごろ集約放牧

とかそれなりの技術が確立しつつあり、放牧をや

りながらも 10，000kgぐらい搾っている農家の方、

優良事例がございますので、土づくりから放牧を

見直して、ある程度高度な集約放牧技術などを普

及することによって、放牧はもっと広がるのじゃ

ないかなと考えております口現に先ほども資料で

説明しましたが、国の新たな事業で、放牧を経産

牛で90日やればlヘクタール当たり8，000円出ると

いうのがありますので、そういった事業がインセ

ンテイプとなって、現に平成18年度は放牧が増え

ているのじゃないかと思っています。

大橋氏:補足といいましょうか、私の思っている

ところでありますと、やっぱり今、上田さんがお

っしゃったように、いわゆる乳価とエサ代の比率、

乳飼比といいましょうか、あれのバランスが昔は

高かったかなということが一番大きかったのでし

ょうが、それともう Iつは、これはあまり言うとあ

れなので言いたくないですが、乳成分取引、牛乳

の取引がどうしても乳脂率に縛られて今までは取

引されたり、価格も決定きれていたと。言ってし

まったら、乳脂率が低いとペナルティーを課せら

れたりしていたということがございまして、どう

しても乳脂率を高めるということで、濃厚飼料多

給のほうに向いてしまうということがあったと思

います。ついこの間までは正直言いまして、ちょ

っと変な言い方で、すが、際限なき規模拡大という

表現も使われていまして、ともかく所得が減る、

いわゆる単価が減る、それを補うためにともかく

多頭化する、それで多頭化して今度は労働力があ

っぷあっふ。して、非常に経営自体が苦しくなると

いう、ある意味なかなか難しい、出口のないよう

な状況になっていたわけなのですけれども、最近

北海道でも各地で放牧研究会を自主的に、これは

行政も何も入らなくて自主的に放牧をやってみた

いという人が集まっていろいろな活動をやってい

らっしゃるとか、そういった取り組みも今、いろ

粗飼料でJりない分を濃厚飼料で、載せるという考

え方をし|てきたのですけれども、そうではなくて

粗飼料も交類もいろいろなダイエットの一部で、

それをどう組み合わせてリクワイヤメントを満足

するかと川う考え方に変わってきたのです。粗飼

料の中に隠草なり、サイレージなり、もちろん生

草、放牧Hというのはあるのですけれども、そうす

ると放牧は毎日成分が変わるし、どれだけ食うか

分からな当。グラスサイレージを基本にして、そ

の上で組み立てて12，000とか15，000kg搾ろうと

北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年 -46-



思うと、とことんまで調整しなきゃならないので、

そうすると放牧はそこで落ちるのです。少なくと

もアメリカの、当時リードとかチャレンジとか言

われましたね、.皆さんが夢中になって追求した時

代があるのですけれども、そのときはそういう考

え方できたのですよね。それで、やっちゃうと、そ

れまで欧州を中心に、また日本の古い研究者なん

かもずいぶん放牧のことをやっていたのだけど、

それを全部、一度ゃめちゃって、放牧もオプシヨ

ンのlつだとするならば選びにくいエサでしょう

ということになって、一度研究がストップしてい

るのです。最近放牧がしきりに見直されているん

ですけれども、先ほどのスライドにあった、それ

まで牧区を変えない粗放の放牧というんですが、

それはいろいろなやり方があるので、ストリップ

だけが集約じゃないんです。いろいろな集約放牧

のやり方があるわけで、一部でストリップ放牧を

推進している人が、集約放牧とストリップ放牧を

一緒に使っているものだからそうなったけれども、

道の人たちも皆さん知っていますし、北農研セン

ターでも定置放牧で、ず、いぶん試験をやっておられ

るようですから、集約的にやろうと思えばいろい

ろなやり方があるんです。 lつの技術をもって、こ

れでいかなきゃだめだというのは、それこそ70年

代の新酪農村で、みんないいかげんいい迷惑を被

ったんだから、そう言わずにオプションとしてこ

ういうこともあるという話をして、きちんと見て

いかなきゃならんなと思います。

それからウェルフェアのことが出ましたけど確

かに、先ほど紹介しませんでしたが、 EUでは例

えば乳午、酪農家のウェルフェア基準をモニタリ

ングするときに、先ほどの90日で7，500円じゃない

ですけれども、ある一定時開放牧に出すとウェル

フェアの点が上がっていきます。これは問題があ

って、もう完全にアプリオリなんです。放牧はい

いということを前提としていて、なぜいいかとい

う研究はありません。それは、私は非常に不満で、

す。もしかしたら悪いかもしれないんじゃないか

と思っているところもあるので、本当にそんなに

アプリオリに信じていいのかと私は思っています。

座長:ありがとうございます。で、は小関さん。

小関氏(道立畜試):畜産試験場の小関で、ござ、いま

す。私は10年ぐらい前は根釧農試、中標津にある

試験場で放牧の研究をやっており、久しぶりに現

場ヘ復帰したんですが、今は、先ほど壇上からも

紹介がありましたけれども、地域の農家の人たち

が、いろいろ放牧を新しくやってみようと、それ

から高泌乳牛でも放牧をやってみようと。それか

ら高泌乳じゃなくて、今の皆さんが考えているの

は、一方は、乳量の生産を高める放牧というのと、

もう Iつは、いわゆる有機につながるような、化学

肥料なり濃厚飼料をできるだけ抑えながら経済的

に成り立つような放牧をしてみようという生き方

もある。その両方の人たちが、お互いに意見交換

をしてやっていくというのを、サポートするとい

うことをやっております。それは置いておいて、

ちょっと先ほどの、もうほとんど語られたんです

が、私が研究をやっていたときに思っていたのが、

10年前は放牧で8，000kgは搾ろうというのをlつ

の目標としてやってそれは実現しましたが、今は、

紹介がありましたように、農家の皆さんがもう

10，000kgを放牧で搾るような技術を自前で、持っ

て実践されているという時代です。10年前にもう l

つ問題になったのは、放牧をやるとどうしても乳

脂率が下がるんですね。脂肪取引があったという

ことで、乳脂率が3.6%を切って、 3.5、3.4台にな

ってしまうとなると、放牧を進めても生産するミ

ルクを引き取ってもらえないからできないよとか、

周りの生産団体からそういうミルクは出荷してく

れるなということがありましたので、時代は変わ

ってきたということがlつ大きくあると思います。

もう lつは諸外国と、北海道は特にそうですが、必

ず冬は舎飼いがあります。半年以上舎飼いがあり

ますから、その聞の飼い方と、それから夏場の飼

-47- 北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年



い方、それを大きく外に出す放牧の飼い方として

技術を転換するということについて、TMRの技術

とか新しいエサのやり方の技術が入ってきて、そ

れを取り入れた経営者が、そうしたらこの飼い方

を通年やるほうが技術のパート、自分の持ってい

る技術を増やさなくても安定した飼い方ができる

という、生産構造、それから頭数も増えていると

いう感覚がありましたから、そういう技術を組み

立てる構造で放牧が少なくなってきたということ

もI点あるかと認識しています。

座長:ありがとうございました。そのほかに、今、

放牧ということがちょっと話題になっていますけ

れども、そのあたりでご意見はござ、いませんでし

ょうか。

平山氏:私も先ほど質問していた龍田きんとは、

畜産試験場で一緒に仕事をした平山です。先ほど

いろいろ議論きれていたことの中で、放牧がなぜ

なくなったかというか、舎宮司いになってしまった

のはなぜかということも龍田さんからの質問の中

の入っていたと思うんですが、私のように長生き

していますと、古い時代のことを多少思い出すわ

けですけれども、昭和30年代までは間違いなく数

頭の牛を飼って、冬は舎飼い、夏は放牧というの

が普通の酪農家のスタイルであったわけです。こ

こで振り返ってみるとトラクターが出てきて非常

に大量の粗飼料生産が可能になったという技術が

入った。それからミルカーが出てきたという時代

なんです。私はやっぱりこの2つの機械化というの

は非常に多頭数飼育な形に、そっちへ向かってい

ったと。そして先ほどお話の出た、通年舎飼の形

も取れるようになってきた一番大きな原因でない

のかなと思っています。次々と通年舎飼の中での

主要技術が開発きれて、提案されてきた。その問、

放牧に対してはパラ線で囲うという形の技術以外

何もなかったということが、放牧が消えていった

最大の理由ではないかなと今、考えています。最

近変わってきたのは電牧だとか、放牧に対するい

ろいろな資材も出てきた、技術指導も出てきたと

いうことで、やっと少しまともな形の酪農に変わ

ってきτいるのかなという感じは受けています。

ちょっ記古い話で申し訳ないです。

座長:めりがとうございます。それではもう lつ、

お二人のお話に関連して、先ほど道の出口さんの

ほうか副環境の問題のご質問があったかと思いま

す。これも北海道の畜産の将来を考える上で、非

常に大ぎな問題だろうと思います。家畜排池物法

同事Y首 施 行l:--t_rη ア式T.フ主E>-し通行持河}戸、

けれども(、果たしてこれで環境の問題は解決した

と言えるlかどうか。先ほどのお二人のお話の中に、

その後叫環境に対するいろいろな政策的なことも

入ってき到ておりますけれども、その辺について何

かご意見はございませんでしょうか。出口さん、

何かほ桝にご意見はございませんでしょうか。

出口氏(道立畜試):たぶん情勢で変わると思うん

ですけ料ども、先ほど言わなかったことですが、

飼料自給率10%向上は、食料自給率1%の向上につ

ながる。|資源循環型畜産をやって、そのときに生

産量その|ものを下げたら、おそらく食料自給率の

向上につ|ながらないケースも出てくるのかなと口

そうした|ら、そういう食料自給率向上の傘の下に

入らない|のかなと思ったので、お聞きしたんです

けれどもL先ほどの質問の意図はそういうことで

した。環瞬間題について、また皆さんから意見を

いただければ勉強したいと思っております。

座長:いかがでしょうか。環境問題のことは、絶

対に大事陀ということは、お話が必ず出てくると

思います|し、その通りだと思いますけれども、じ

ゃあ、具体的な方向として、例えば先ほどのお話

10頭以上飼っ

クリアできる

海道の場合で

そんな方向性

ていま

ょっと国ある
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いは道のほうから、大橋さんのほうからもお話し

いただければと思うのですが、いかがでしょうか口

大橋氏:きっき上田きんのほうからも話がありま

したが、酪農飼料基盤事業という、これは去年、

実は出来たわけでございまして、それまでは土地

利用型酪農事業ということをやっていたわけなん

ですが、あの事業をつくったときに、かなり内部

でも検討しましたし、財政当局ともいろいろやっ

たわけなんですが、やはり今からそういうふうに、

もし国が助成するというか、何か支援するんだと

すれば、やっぱり今ありますように、環境面でこ

れだけ努力した、努力したという表現は悪いんで

しょうけれども、そういったことに対する評価と

いうのを適正にやるべきではないかという話があ

ったわけです。それで今の酪農飼料基盤の事業が

生まれたわけでございます。今後これが発展して、

例えばEUのオランダなんかで、やっている環境法

みたいな法律までいくかどうか、それは今の段階

では何とも申し上げられませんが、確かに今まで

そういった、いわゆる環境面を配慮して、いろい

ろな制度を補助するという仕組みが、そもそもあ

まりなかったものですから、そういう意味では画

期的な事業なんだろうなと我々も考えております。

結局、環境に配慮できない産業というのは、やっ

ぱりいつか歪みがくるんだろうと思っているので

す。これは役人の私が言うべきかどうかというの

はよく分からないのですが、だから将来的には、

さっきちょっとお茶を濁しましたが、実は我々み

たいに飼料作物生産を振興する立場から言えば、

いわゆる飼える面積分だけで飼える頭数で十分な

のではないかというような発想もあるんです。そ

っちのほうが自給率的に見ますと、粗飼料自給率

で100%近くなるわけですから。だけど先ほどおっ

しゃったように、それだと今度は供給する食料と

してはいったい、いかがなものなのかといった議

論が出てくる。この議論は突き詰めていくと、日

本に本当に農業というか、畜産業は必要になって

くるんだろうかという話にもいく話なんですね。

ですから、ある意味そこでは非常にナーパスな話

でありますし、これを検討するときには相当の議

論が必要になってくると思います。ですから、一

足飛びに、そういった環境から見た家畜飼養頭数

の制限というところにはいかないと思います。た

だ、今回のこの事業がlつの足掛かりであることは

事実だろうと思います。

座長:上田さんにお話しいただく前に、今、一足

飛びにきつい環境の規制をするということは、こ

れはもう無理なことだと思いますし、ヨーロッパ

なんかでもそんなやり方をしないで、ず、っと長い

日でというようなやり方をしていると思うんです

ね。ただ、例えば牛乳を、海外からエサを輸入し

て生産をして、その牛乳の生産量は確かに上がっ

てはいるんですが、それで消費がなかなかうまく

はかどらないで、いろいろな問題、生産調整の問

題が起きてくる。一方では、だんだん高くなって

きているエサを海外から購入しながら作った午乳

でチーズを作る。チーズの中に本当に栄養的に、

エネルギー的に残ってくるのは、果たして何ノt一
セントかなということを考えますと、飲用乳を圏

内で絶対に確保するぞという考え方と、加工乳と

は本来違った考え方があってもいいのかなという

ような気もするんですね。ノルウェーは確かそう

いう政策を明らかに取っていると聞いています。

そう考えますと、果たしてそういうものも含めて

適正な、それは環境問題と常に絡んでくるわけで

すが4 適正な生産量ということをどういうふうに

考えるべきなのかなと思うんですが、その辺をち

ょっと、急にふってしまって申し訳ないんですが、

上田さんのほうから。

上田氏:まず環境の話なんですけれども、まさに

なかなか一足飛び、にはいけないものだと思います

し、今、 2分のlリース補助事業で堆肥舎が、平成

19年度にやっと全道、農家に整備されるという段

階でございます。また、畜産環境規範も平成17年3
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月にできて、農家の人に守ってもらっているとこ

ろということで、ございまして、さらに言えば、酪

農飼料基盤拡大推進事業でl頭当たり40aと、さら

には環境調和の取り組みなどの事業もできました

ので、そういったものをいろいろとインセンテイ

プを付けて、環境保全的な畜産経営を推進するの

かなじじゃあ、例えば頭数当たり規制といった

としても、頭数当たり規制が本当に環境保全的な

のかと。例えばI頭当たり40a持っていたからとい

って、糞尿を同じところにず、っと捨てていれば、

堆肥に戻していれば、それはいくら頭数のハード

ルを超えていても、環境には優しくないんじゃな

いのかなというのもありますし、そこはやはり糞

尿の適正な、例えば1ha当たり何tぐらい窒素を吸

収できるのかというのを踏まえた上で、頭数規制

というよりは、糞尿を適正に堆肥として還元する

という行為が重要なのかなという気はしています。

それと海外からの輸入、この議論はよく干場先生

ともさせていただいているんですが、たぶん干場

先生が言わんとしているところは、今はたぶん飲

用500万トンぐらいあって、だから今、 800万トン

ぐらい国内生産しているやつは、もう 500万トンぐ

らいにシュリンクしちゃって、1，200万トンですか

ら、あと700万トンぐらいは輸入してもいいんじゃ

ないかと。極論的に言えば、そういうイメージだ

と思うんですよね。生の部分と飲用の部分だけ圏

内で、作って、残りの部分は海外から入れたらいい

んじゃないかと。いつもこれは同じお答えをして

いるんですけれども、いくら海外から輸入しょう

が、圏内で、作ったチーズのほうが、海外から輸入

するチーズよりも、それは食料自給率は確実に上

がりますよ。それは計算上そうですよね。全部、

100%輸入するよりは、ちょっとでもチーズを作っ

たほうが、絶対に自給率が上がるはずだし、今260

万トンぐらい生乳換算で食べているチーズ、今後

も増えるかもしれませんが、300万トンぐらいにな

るかもしれませんけど、国民はチーズ、がやっぱり

いと思うのを、すべて海外

。そういった議論もあると

と思いますし、まあ、そう

大橋さんがおっしゃった、

産をして、その土地基盤に

見合っ対生産の中で、それを牛乳として消費したり

チーズ凶したりするのは、これはもうまったく問

超えたと|ころで濃厚飼料なりを買ってきて牛乳を

生産す引というやり方が、今はだんだん、先ほど

の価格臼体の問題もあって、なかなか難しくなっ

てくる品は思いますけれども、やはりその問題も

環境の問題をきちっと、規制をだんだん適正にし

ていくと|、自然にそういう問題も変わっていくん

じゃない|かなと考えているんですけれども。先ほ

ど上田き|んが言ったこととパッテイングしている

というわけではないんですが、そんなふうに考え

ています|。何かその辺のことに関しまして、ご意

見はござ1いませんでしょうか。

それでは、環境のほうの問題も一応ここまでに

させていただきまして、まだいろいろあるかと思

いますがド最後といいますか、 3人目の講演をして

いただいた近藤きんのほうの話についての議論に

移らせてドただきたいと思います。

いという|こととは全然別な基準として、そういう

考え方が凡ってくるよ、そういうことについて、

ことではほいかなと思うんですけれどもこのあた

りにつき皆して、ご質問やご意見がありましたら

お願いしたいんですが、いかがでしょうか。

近藤氏(北大:学生):北大の畜牧体系学教室の近
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藤です。先ほどの近藤先生のお話で感じたのは、

EUの圧力というのが、何か捕鯨の問題にすごく

近いのかなと感じたんですが、捕鯨のようなこと

になったら、かなり大問題なのかなと思うんです

が、そこまでの危機的な状況ではないんですか。

近藤氏:捕鯨の問題は、僕はそんなに詳しくはな

いんですが、一通りのことは知っているつもりで

います。ただ、最初に捕鯨の問題が起こったのは、

やっぱり頭数が減っているだろうと指摘した研究

者がたくさんいて、これ以上捕ったらだめだとい

うことになったんですけれども、じゃあ、そのと

きの議論は「いや、まだいる、まだ捕っても大丈

夫なはず、だ」、「いや、これ以上捕ったら危ない」

という議論から、非常に感情的な議論になってい

ったのと、鯨を食べる文化、食べない文化の対立

みたいになってしまっていて、今はどっちかとい

うと食べてもいいんじゃないかと日本が少しあれ

しているんですけれども。そこにもしかしたら経

済戦争がどこかで、かぶっているのかもしれません

けれども、今話した問題は2つあって、 lつはウェ

ルフェアといったときに、家畜が苦痛を感じると

か感じないのは、世界中どこへ行っても同じなん

だけど、それをどうとらえるか、例えば、殺して

いいとか、殺してはいけないというのは、文化の

違いでものすごくとらえ方が違うでしょう。まず

それがlっと、そのとらえ方の中で法律をつくっち

ゃうと、それに対して生産コストを掛けた連中は、

国際的な競争力で弱くなっていっちゃう、だから

世界中同じ基準で、やってくれということを要求し

始めているということなんです。経済戦争と文化

的な背景と2つ重なっちゃっていて、あえて言えば、

本来のウェルフェア、家畜をコンフオートに飼っ

てやろうというところが少し見失われている面も

あるのかなと思っているんです。我々は、より家

畜を快適に飼ったほうが生産が上がるだろうと思

っているし、人も幸せ、家畜も幸せが一番いいん

だろうと思うんだけれども、我々がそう主張して

も、グローパリゼーションの中で通らなくなっち

ゃう恐れがあるよということを、そういう可能性

もありますよということを、今日申し上げたつも

りなんです。回答になっていますか。

近藤氏(北大学生):ありがとうございました。

座長:はい、どうぞ。

石谷氏:専修大学北海道短大を退職いたしました

石谷でございます。家畜管理研究会の会員でござ

いました。この際、近藤先生に最初にいきなり消

費者という文字が出てきましたので、これはすご

いと私は思いました。今、北海道は北海州になろ

うとしています。北海道州は日本における、今、

目玉です。世界各国から眺められています。その

輸出力に期待をしているからです。その中で北海

道畜産の将来を考える、これは固から言われた通

りやっていればいいという時代はもう過ぎている

んです。自分の力でお客さんを探す時代です。す

でに始まっています。プランド製品です、名前を、

自分たちで作った生産品のプランドを、北海道で

できた地域のブランドを売り込もうとしているん

です。私はその3月までに空知農業機械化情報懇話

会の幹事もやっていましたけれども、そのときに

生産者のほうに話しました。行政とのつながりの

在り方について話しました。行政は変わりました

よ、もうかつての行政じゃありませんよ、行政主

導型は終わった、行政は補助金が少なくなります

よ、ただし北海道プランド米のパックアップはし

ますよと。司会をやっていたものですから、それ

を生産者の人方に話しました。そうしたら行政の

人は喜んだ、補助金をそんなに使わなくてもいい

から。その代わり検査、それは厳しいですよ、行

政のほうは。それだけ胸を張って世界に売り出そ

うとする、 WTOにも、さっき言ったIEOにだっ

て、それのほうにも胸を張って出せるような品物

を、北海州からすぐサハリンに売ればいいんです

よ。すぐ、中国に逆輸出すればいいわけですよ。

高くても買いますよ、食べ物は。食べたいんだか
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ら、プランドですよね。そうです、食べ物だから。

さっき畜大の柏村先生に話しましたが、機械、施

設が優先して、それで農業がこれだけ、皆さんの

勤勉、実直な北海道農民がこれまで、にやってきた。

これからが花が開くときで、す、頑張ってください。

以上です。

座長:ありがとうございました。そのほかにござ

いませんでしょうか。近藤先生に僕のほうからち

ょっとお聞きしたいんですが、ヨーロッパとかの

動きをお話しいただいたんですけれども、日本で

具体的に、例えばどういう飼い方は、だめだとい

うことが、そういうことの規制のような話が、ど

のぐらい進んでいるのかというあたりについて、

お聞きしたいんですけれども。

近藤氏:一応、欧米並みのコードという形で、動

物愛護管理法があるんですけれども、先ほどちょ

っと紹介しましたが、あまり強い規制はないんで

すよ。逆にラジカルなアニマルライテイストたち

から我々を守る法律になってしまっている面もあ

って、昨年か何かにあったんですけれども、日本

でもラジカルな連中がいて、この場合、やられた

のは大学の研究室とか試験場の実験室なんですけ

れども、研究者を装って入っていって、写真を撮

らせてくれと言って、実験動物、我々で言えばカ

ニューレ牛なんかの写真をバチバチ撮って、ホー

ムページに掲載して、この大学ではこんなひどい

ことをしているという話を一生懸命、これは実は

アメリカの中の動きの一番の末端であったんですD

そのときにもちろん、当然その団体の連中が来て

抗議をするんですけれども、いよいよになった場

合は、先ほど示した動物愛護法の精神に、それに

うちは違反していますかということは言うことが

できるんです。もし違反しているとしたら警察を

連れてきてくださいと、法律ですから口明らかに

あの法律に違反するような牛飼いをしていたら、

これはちょっと牛飼いとしてもちょっとまずいん

じゃなりかというようなレベルですから、逆に本

当にそういうことを言われたら、じゃあ、警察を

連れてきてください、弁護士を連れてきてくださ

い、あの法律に私どもが違反しているかどうか見

てみま科ょうということになるんですよね。個人

的に突づ込まれたら、そういう環境テロリストみ

たいなのにやられた場合は、逆に我々を守る法律

でもあるという面はあるんです。

座長:今のお話は、いわゆる家畜、動物権利主義

者のほうlのお話ですよね。いわゆる通常、酪農家

なり、肉牛生産をしている農家さんが、具体的に

る可能組があるのかどうか。それは、もしあると

したらし1つごろなのか、あるいは、あまりしばら

くはそう|いうことはないということなのか、その

辺はい桝がでしょうか。

近藤氏 :1一時期あったのは、ちょっと例を出した

霜降り肉のための飼い方ですね。あれがもし、あ

のまま日夕ミンAをとにかくやめればいいという

状態だ引たら引っ掛かったでしょうけれども、今、

あれは弱る時期に、ある期間だけ外せばいいとな

ったので、ちょっと違うかなと思います。それか

ら密飼川もそうだし、もしかしたらスタンチョン

が今後引っ掛かる可能性があるかもしれないし、

全然放牧に出さないでつなぎっぱなしという農家

が引っ掛かる可能性はあるかもしれないですね。

まだそこ|のところまで、きちんと法律では規制し

てないで|す。ちょっとついでに、少しその部分で

しゃべらせていただきますと、ライテイストまで

いかなく「ても、アニマルウェルフェア絡みの団体

のニュ-[Aレターが、私のところにちゃんと来る

今の飼い方の中では、アニマルライテイストが言 どちょついと例を出しましたけれども、非常に皆き

っているほど、我々は普通の飼い方であれば違反 んも感じトているところだと思いますけれども、先

していないのが普通なんです。もしゃるとしたら、 ほど石谷托生がおっしゃったように、消費者と生
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産者の距離がものすごく離れているんです。本当

に知らないです。本当に知らない人たちが牛の飼

い方を見たり、豚の飼い方を見て仰天する。僕ら

にとっては何の不思議もないことに、何てひどい

というふうに、まず、思ってしまう部分があるんで

す。いわゆる食育教育、食育教育ってずいぶん指

摘されてやらなきゃいけないんですけれども、ま

ず、安心、安全で、見せたいところだけ見せるんじ

ゃなくて、放牧地を牛が歩き回っていて、いやあ、

やっぱり北海道の牛乳は安全だというところだけ

じゃなくて、冬の飼い方も見せなきゃいけないし、

牛ってこうやって飼うものだと。これなら、ここ

までは大丈夫なんだということを、きちんと消費

者に対して見せないと、我々のものはウソをつい

たことになる。本当に、さっきスタンチョンの話

を出しましたけれども、アニマルウェルフェアを

やっている中心のコアの連中は、やっぱりそれだ

け勉強しているので、ある程度いったら殺さなき

ゃならないし、そういう飼い方も、虐待はしてな

いということは分かつているんです。ただ、その

連中のパワーの源は、一般消費者なんですよ。何

も知らない人たちの投書なんです、それがパワー

の源で、それを彼らは止めようとしていません。

そういう投書が来る、あんな飼い方をしている、

一年中、牛を鉄の棒の聞に挟んで、首を挟んで飼

っているというような投書は、平気でニュースレ

ターに載っけてくるんですよね。首脳の連中と話

したって、そんなことは当然思、つてないし、あれ

はスタンチョンといって、I日何時間放してやれば

いいし、あれはあれでlつの方法ですということは

分かつているんだけれども、そこのところの底力

の部分は、いつもそこをリリースしちゃっている

ので、逆に我々は消費者に対して、もっときちん

と牛の飼い方なり、豚の飼い方なり、鶏の飼い方

を言っていかなきゃならないと、そこでウソがあ

ったらいけないと思います。

座長:ありがとうございます。時間があと10分ぐ

らいになってきたんですが、このシンポジウムは

ご存じの通り、北海道の将来を考える会というこ

とで、今回いろいろ、北海道の将来を考える上で

の問題点を整理していこうということが、大きな

目的になっております。行政のほうの考え方もお

聞きして、それから今までちょっと私たちが目を

向けていなかった、でもこれから非常に大事な点

のお話も聞いてということで、将来の北海道の畜

産を考えようということなんですが、今日お話し

されたテーマにかかわらず、北海道の畜産の将来

をこういうふうに考えるべきではないかというよ

うなご意見がございましたら、ぜひ出していただ

ければと思いますけれども、いかがでしょうか。

はいどうぞ。すみません、義平さんのほうから。

義平(酪農大):酪農大の義平と申します。全然、

提言じゃなくて、実は質問をして、こんな研究は

将来役に立つのかというのを、大橋さんと上田さ

んのほうからお聞きしたいなと思うんですね。と

いうのは、組飼料の自給率を高めることも大事な

んですが、濃厚飼料の自給率を高めることはそれ

以上に食料自給率の向上に寄与するという話もあ

ったと思うんですけれども。自給率を高めるとい

うのは、TDNの高い草を食わせた放牧なんかで濃

厚飼料消費量を減らすということもそうなんです

が、逆にある程度は濃厚飼料は食わせなきゃいけ

ないものだという前提で、濃厚飼料自身を生産す

ると。それは麦でもトウモロコシでもいいんです

が、濃厚飼料用の飼料作物生産ということに、ち

ょっと研究を一歩踏み出すかな、どうかなという

ふうにちょっと二の足を踏んでいるところがある

んですが、それはどうなんでしょうか、将来、価

値があることなんでしょうか。行政の人の立場か

らも聞いてみたいなと思いまして、お願いします。

大橋氏:まず基本的に、これは我々の既成概念な

のかもしれませんが、基本的に我が国とアメリカ、

オーストラリア、ブラジル、こういった国々を比

較しますと、まず農地面積がまるで違う。それか
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ら降水量が、日本だけが特異的に多いで、すよね。

そういった条件からしますと、基本的にトウモロ

コシのような南米原産の植物、 C4植物について、

実の部分のC2部分だけ生産するということでや

れば、やっぱりこれは経済的にぺイする可能性と

いうのは、極めて低いんだろうと思うんです。た

だ、おっしゃる通り、濃厚飼料といいますのはト

ウモロコシだけではございません。もちろんソル

ガムもございますし、もっと極端に言うならば、

日本で一番向いている穀物は何かというと、それ

は米ですよね。今、実際に米をエサに使う、米そ

のものをエサに使う。先ほど私が言いましたのは、

ホールクロップサイレージですから、茎葉部分、

子実部分のすべてをサイレージする給与方法です

が、米そのものをエサにしたらどうだ、あるいは

そういうふうな方向に誘導する考えもあるんじゃ

ないかという提案も、実は受けていますけれども、

最終的には、私はそれは経済的にペイするなら、

別にそれは、私は問題ないと思うんです。ただ、

我が国の農地規模、それから気象条件、あるいは

もっと極端なことを言いますと人件費です。それ

から比べますとふ、そういつたほかの外国よりも、

安価で

いうとふ、正直言いまして、なかなかそれは難しい

のかなと感じております。従って我々としまして

は、さっき申しましたように、濃厚飼料を作ると

いう方向よりは、むしろすべての茎葉部分を含め

た、全体としての、トータルとしてのTDNの生産

量を増やすような方向で、やっぱり振興すべきで

はなかろうかなと考えているところです。

義平氏:ありがとうございました。

座長:はい、柏村さん。

相村氏(帯畜大):帯広畜産大学の柏村です。今、

こういう議論になっている中で、午のほうの立場

から考えると、今、繁殖のほうが非常に、受胎率

が悪くなってきていると思うんですね。ほとんど

傾向だ4思うんです。それからあとは、蹄の病気、

それか?乳房炎ですよね。明らかに僕は牛のほう

からの警告というか、悲鳴というか、そういうふ

うに受け取っているんですよね。ですから、アニ

マルウヰルフェアもいいかもしれないけれども、

こういう数値を逆に数値目標としてやっていけば、

放牧のやり方もいろいろな方法があるでしょうし、

つなぎのやり方もあると。明らかに僕は牛からの

警告だ記考えているのですが、近藤先生はいかが

でしょ号か。

近藤氏 :1まさにおっしゃる通りです。 1995年にデ

ンマー列で、国際酪農連盟(IDF:International 

Dairy F]ederation)の会議があったのですけれ

ども、そ川こでウェルフェアと、それからデイリー・

キャト lレ・ヘルスの問題のシンポジウムがあった

のです。|アメリカのスミス博士と、イギリスのド

ン・プ'11-ム博士と、あとスウェーデン人とフラ

ンス人件それから日本では私がしゃべったので

すけれ日も、各代表とも全部一致したのは、今、

先生が対っしゃった、蹄の件と乳房炎と繁殖障害、

この3つでほとんど乳牛の屠場行きが決まってし

まう。それをドン・ブルームが最後にまとめたの

ですけ料ども、明らかに搾り過ぎと体重が重くな

り過ぎたと。飼い方自体を変えないといかんよと

いうことなのです。結論的に言えば、もし乳牛の

ウェルフェアを考えるとしたら、そこのところを

考えていかなきゃ到達しないでしょうと。まあ、

それはみんな分かつているのです。それはこの問、

先生もご多加されたISAEの学会でもラムネス(歩

様異常)ゆ話のとき、最後はそこへいってしまう

のですけ仇ども、それはまさにウェルフェアの本

筋だし、にれからどう搾っていくかという問題も

あるのですけれども、ただ、今日私がご紹介した

のは、そ|ういう問題とは別に、経済的な規制とい

うか、法律的な規制がかかっちゃいますよと。本

質にはそ|ういうことなのだけど、そうじゃない問

乳生産とともに繁殖が悪くなるというのが、今の 題もありますよということを言っているのです。
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だから我々自体がそこのところを目指すというの

は、技術的にも、それから方向としても正しいこ

とかなと思いますけど。

座長:よろしいでしょうか。そろそろ時間がきた

のですが、まだきっといろいろご意見が・・。中

嶋さん、どうぞ。

中嶋氏:中嶋です、所属はありません。ちょっと

技術的な問題はすごしいろいろと解決はできる

と思うのですけれども、私が気になっているのは、

道内の農家のお話を聞くと、担い手の育成確保が

すごく問題だと思うのですよね。ここで道の方の

やっておられる、2番のところに担い手の育成確保

というようなことが書いてありますけれども、こ

れをどのように考えておられるのか。私はこれが

一番問題になるのじゃないかなと思っています。

それでちょっとどのようにお考えになっているか、

人口も減ってくるだろうし、特にEPAなんかで、

だいたい後継者がいるというのは、親もうまくい

っているのは子供にも継がせてやろうと思ってい

るのでしょうけれども、そうでなくてちょっとあ

まりうまくいってないところは、本人もつぶして

も嫌だし、親もこんな苦労をさせるのは悪いなと

いうことを考えているのが多いと思うのですけれ

ども、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。

上田氏:新規就農なんで、すけれども、まず酪農は

比較的これまで経営がよかったものですから、北

海道の農業部門の中でもかなり新規ずし農が多い分

野になります。今、事業はどういうのがあるかと

いったら、農場リース制度がありまして、離農し

た人の農場を新規就農者にある程度貸して、何年

かしたら買い上げてもらうということをやってい

まして、そういう事業を活用して今後もやってい

きたいと思います。また酪農ヘルパーって結構い

ると思うのですけれども、そういったヘルパーを

やっている人が将来的に新規就農する、そういっ

た離農した後に入り込むというノtターンも結構あ

りますので、そういったヘルパーとか既存のリー

ス事業等を活用して、新規就農を支援していきた

いなと思っております。

座長:よろしいでしょうか。それでは、だいたい

時間がきました。まだきっと言い足りない部分も

あろうかと思いますが、懇親会に出られる方は是

非そちらのほうで、もっと直接的にいろいろお話

をぶつけていただければと思います。最後といい

ますか、まとめではありませんけれども、座長と

して感じたこと等を、前田さんのほうからお願い

いたします。

座長(道立根釧農試:前田氏):私は今日のシンポ

ジウムは非常に新鮮な印象を持ちました。こうい

った皆さん、今日参加されている方、会員の方が

ほとんどだと思うのですが、おのおの所属される

研究会の中で、その研究会、独自の課題を持って

議論きれるケースが多いのですが、今日、私ども

が各研究会のほうで技術開発をしていくときにパ

ックボーンとなっています近代化計画の目標を実

現するのにどうしょうかと。私は草地研究会の担

当なのですが、飼料生産をどうしょうかという考

え、そこが柱になって、このような仕事をしてい

るわけですけれども、それをもっと行政の方のあ

る意味で本音のところがお聞きできましたし、そ

れに対して本当にこれを実現するためにどうする

かという、真書きな議論があったと思うのですが、

ただ、それは生産だけじゃなくて、今の近藤先生

からあった福祉の問題、それから食育の問題、あ

るいは後継者問題、非常に幅広い視点での議論が

できたというのは、逆に今出された問題というの

は、この後、私もそれを実現するために、どうい

うふうな取り組みをするのか、どういうふうな将

来を描いていくのかという意味での、非常に貴重

なキーワードになってくるのだろうと思います。

今回、議論いただいたことをベースに、たぶんこ

の後、各研究会、あるいは3学会合同で、さらに将

来を描く作業を進めていく中で、上田さんからあ

った目標実現のための課題を解決していくことで、
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目標実現のほうに関係者一丸となって努力という

のは大橋きんからありましたけれども、そういっ

た取り組みのIつになったのだろうと思っていま

す。

座長(干場氏):僕のほうからも一言、感想、といい

ますか、述べさせていただきたいのですけれども、

行政の大橋さんのほうから、かなり質問の中でも

一歩踏み込んで、いろいろお話をしていただいて、

大変ありがたかったと思っています。それから上

田さんのほうから非常に分かりやすく、北海道の

畜産の方針を極めて分かりやすく説明をしていた

だきまして、本当にありがとうござ、いました。そ

れから近藤さんのほうからは、新しい刺激を、こ

れから考えていかなくちゃならない刺激を与えて

いただいてありがとうご、ざいました。

先ほど申しましたように、この会は3つの学会、

研究会が合同でやろうということを、今までもや

ってきてはいるわけですが、京丑織として「北海道

畜産の将来を考える会」としてやった初めてのシ

ンポジウムになります。今日の話は、そのスター

トということで、まずは行政が考えていることを

知りながら、それで幅広く lつの研究分野だけでは

なく、いろいろな方向から実際の農業を見ながら、

実際の畜産を見ながら考えていこうということの

スタートだと思います。最終目標は北海道に合っ

た畜産で、アメリカの畜産でもないし、ニュージ

ーランドの畜産でもないし、デンマークの畜産で

もないと思います。北海道のそれぞれの地域に合

った畜産をどうやってつくっていくか、それに研

究の仲間がいかに寄与で、きるかということが一番

大事なことだと思います。そういう視点で研究を

行う必要があると思いますし、行政のほうや農家

さん、あるいは支援団体のほうとも、今後とも議

論をしたり教育をしたりしていかなくちゃならな

いと思います。そういう意味で、第l回目として非

常に貴重な講演をお聞きすることができましたし、

今後ともこういう将来をいろいろな方向から考え
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いますop人の演者の方々には大変素晴らしいご講

演をい時だ、きまして、あらためて拍手でお礼を申

し上げ存いと思います。どうもありがとうござい

ました。



研究 会記事

会務 報 告

①会報第41号の発刊

2005年度シンポジウム講演要旨および総合討

論、 2005年度現地研究会参加記、海外会議報告、

研究施設紹介および研究会記事などを中心に会報

第41号 (94ページ)を2006年2月25日に発刊した。

②2006年度第l回評議員会

2006年6月29日(木) 15: 00"-' 17: 00に、北海道

大学「ファカルティーハウスエンレイソウ」にお

いて、出席者16名、委任状15通をもって開催した。

役員の異動、 2005年度事業報告(現地研究会およ

びシンポジウムの開催、会報の発刊)、同会計報告、

同会計監査報告、 2006年度事業計画案および同予

算案について審議され了承された。なお、今年度

のシンポジウムは、北海道畜産学会・北海道草地

研究会・北海道家畜管理研究会の共催で行う合同

シンポジウム「北海道畜産の将来を考える」に振

り替えることとなった。

③2006年度総会

2006年12月12日(火) 11 : 00"-' 11 : 45に、北海

道大学学術交流会館第2会議室において開催した。

議長選出(小関忠雄会員)の後、役員の異動、 2005

年度事業報告、同会計報告、同会計監査報告、 2006

年度事業計画案および同予算案について了承され

た。

④2006年度現地研究会

2006年11月30日(木)、「地域の酪農を総合的に

考える -畑作酪農地域:鹿追町について一」を

テーマに、鹿追町で開催した(協賛:北海道農漁

業電化協議会)。スケジュールおよび見学先等は以

下の通りである。なお、今年度は日帰りで実施す

るとともに、例年12月に開催している北海道家畜

管理研究会単独のシンポジウムを開催しないため、

見学会後半にミニシンポジウムを企画した。

現地見学会(貸切パス2台)

午前

ピュアモルトクラブハウス(女性の農業研修

生受入施設、町が運営)

浅野牧場(雇用推進型の酪農経営)

午後

JA鹿追町コントラクター

ミニシンポジウム(JA鹿追町)

• i耕畜連携と環境問題」

猫本健司氏(酪農大)

.雇用型の酪農経営について

奥秋吉広氏(鹿追町酪農家)

.町の取り組みと支援体制

大井基寛氏(鹿追町)

.JA鹿追町の取り組み

中野松雄氏(JA鹿追町)

.総合討論

・親睦会

なお、内容の詳細については、本号掲載「現地

研究会報告」を参照されたい。

⑤北海道畜産学会・北海道草地研究会・北海道家

畜管理研究会合同シンポジウム

2006年12月12日(火)、「北海道畜産の将来を考

える」をテーマに、北海道大学学術交流会館でシ

ンポジウムを千子った。

話題および話題提供者および座長は以下の通

りである。

話題および話題提供者:

「北海道を支える飼料資源一飼料自給率向上

に向けた今後の対応方向一」

大橋史郎氏(農林水産省生産局)

「北海道酪農・肉用牛生産近代化計画」策定の

背景と目指す方向」

上田泰史氏(北海道農政部)
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「家畜管理に求められる新しい流れ」

近藤誠司氏(北海道大学大学院)

座長:干場信司氏(酪農学園大学)

前田善夫氏(北海道立車問n農業試験場)

会計報告

1. 2005年度会計決算報告

叫 の 刻 山 講 織 の ー で は 熱

心な討議が行われた。なお、講演要旨および総合

討論の内容については、本号掲載記事を参照され

たい。 I

支ffi(円)
2005予算 2005実績 実績/予算
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14 

61 l，183ラ4221，17C936 - 99 寄許

笠主並.2

個人会費納入率 2005年度74%、2004年度85%
賛助会員30社 (32口)→28社 (30口) (2社は退会、 4社が過年度会費を納入)

現地研究会は共催秋季シンポジウムであったため、研究会から補助する必要がなくなり減額

会議費は北大施設を利用したため支出減

事業準備舎 郵恒口座宮期南舎 阜盟』盟E

収支芽舗の処理 2006年摩予算に繰り献し

取天(円)
2005予算 2005実績

前年度繰越金 353ラ422 353，422 
個人会費 508，000 460，000 
賛助会費 320，000 352ラ000
雑収入 2，000 6，514 

項目
実績/予算

100 
91 
110 
326 

害言干
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旅費 60，000 
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事務費 50，000 
謝金 30，000 

予備費 113，422 

424，417 
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15，750 
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2.会計監査報告
2005年度会計監査の結果、予算の執行に間違いのないことを認める。

2006年 15月9日
2006年 15月16日

3. 2006年度予算案

裏悦次印
浦野慎一印

破天{円)
2005予算 2006予算

前年度繰越金 353，422 453，369 
個人会費 508ヲ000 464，000 
賛助会費 320フ000 300，000 
雑収入 2，000 2，000 
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個人会員 248名(2006.4.01現在)5年以上の会費未納者16名除き 232名
賛助会員 28社 30口 (2005年度30社32口)

2006年予算編成の変更点

-現地研は今年度は単独開催のため増額

・道央圏以外の役員の増加にともない評議員会および事務局打合せ会議等の旅費を増額

事業準備金 郵便口座定期預金 600，000円 | 
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北海道家畜管理研究会役員名簿

(任期:2006年 4月l日"-'2008年 3月31日)

会長 酪農学園大学 干場 信司

副会長 帯広畜産大学 柏村文郎

道立根釧農業試験場 前田善夫

評議員 北海道農業研究センター 富樫研治

北海道農業研究センター 村井 勝

道立北見農業試験場 原 令幸

道立根釧農業試験場 高橋圭二

道立畜産試験場 小関忠雄

北海道開発局 千葉 豊

北海道農業開発公社 榊 佳ー

北海道酪農畜産協会 須藤純一

ジェネティックス北海道 荒木敏彦

北海道農漁業電化協議会 中田博士

ホクレン 泉 博典

ホクレン 後藤正則

北原電牧株式会社 北原慎一郎

北海道大学 近藤誠司

北海道大学 小 林泰 男

帯広畜産大学 日高 智

帯広畜産大学 池滝 孝

帯広畜産大学 干場秀雄

専修大学北海道短期大学 寺本千名夫

酪農学園大学 岡本 全弘

酪農学園大学 森田 茂

監事 北海道大学 松田従三

北海道大学 浦野慎一

幹事 庶務 北海道大学 中辻 浩喜

庶務 酪農学園大学 泉 賢一

会計 酪農学園大学 猫本健司

編集 北海道農業研究センター森岡理紀
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記

今号より編集を担当きせていただくこととなりました森岡己申します。まず、例年より発行が大幅に

遅れましたことを会員の皆様と関係者各位にお詫びいたしま折。

今号で、は現地検討会と合同シンポジウムが二本の柱になっ対おりますが、特に今回の現地検討会は、

見学先で、ある鹿追町の方々に再度ミニシンポジウムで、詳しく対話いただく形をとっており、例年にも増

して情報量が多かったと感じております。記事化にあたって伴、当日の雰囲気を再現で、きるようにつと

めたつもりですが、各個技術にとどまらない地域の総合的・複合的な取り組みの好例の記録として、読

者の皆様のご参考となれば幸いです。

森岡理紀

? 

編集担当幹事

千炎集編
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賛助会員名簿

株式会社アース技研 080-0106 河東郡音更町束通20丁目2-9

株式会社IDEC 059-1433 勇払郡早来町遠浅

石野コンクリート工業株式会社 089-0571 中川郡幕別町宇依田545-3

株式会社ヰセキ北海道帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目13

磯角農機株式会社 086-1165 標津郡中標津町緑町北1丁目2

オリオン機械株式会社 382-8502 須坂市大字幸高246

ファームエイジ株式会社 061-0212 石狩郡当別町金沢166

株式会社環境計画コンサルタント 064-0925 札幌市中央区南25条西8丁目2番16-303

北原電牧株式会社 065-0019 札幌市東区北19条東4丁目365

株式会社札幌オーバーシーズ・コンサルタント 060-0004 札幌市中央区北4条西11丁目 SOCビル

サツラク農業協同組合

ジェネティクス北海道

065-0043 札幌市東区苗穂町3丁目3-7

060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目l北農ビル13F

スラリーシステムエンジニアリング株式会社 067-0026 江別市豊幌花園町1-2

全酪連札幌支所 060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目酪農センター

株式会社土谷製作所 065-0042 札幌市東区本町2条10丁目2-35

株式会社土谷特殊農機具製作所 080-2461 帯広市西21条北1丁目3-2

ホクトヤンマー株式会社 067-0051 江別市工栄町10番6号

ホクレン農業協同組合連合会 060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目

JA北海道中央会 060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目共済ビル

北海道農業開発公社 060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目道通ビル

北海道農漁業電化協議会 060-0677 1L院市中央区大通り東IT目2番北海道電力開エネルギ寸1)ュ』ション部販売計画グル』プ内

北海道富士平工業株式会社 080-0802 帯広市東2条南3丁目7十勝館ビル

明治乳業株式会社 003-0001 札幌市白石区東札幌l条3丁目5-41

森永乳業株式会社 003-0030 札幌市白石区流通センター1丁目11-17

雪印種菌株式会社 004-8531 札幌市厚別区上野幌l条5丁目1-8

雪印乳業株式会社酪農総合研究所 060-0003 札幌市東区苗穂町6丁目l番l号雪印乳業(株)本社内

緑産株式会社 229-1124 神奈川県相模原市田名3334
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